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１．大学の教育研究上の目的に関すること 
 

□1-1. 建学の精神 

「生命の尊厳と隣人愛」 

 

「隣人愛」とは、「自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさい」という聖書の教えに示された

愛の心です。聖隷学園は、創立以来この隣人愛と生命の尊厳を基本理念として、保健医療福祉分野

の専門職の育成に取り組んできました。その原点は、1930 年に浜松のクリスチャンの若者たちが建

てた結核患者のための小さな病舎にさかのぼります。目の前で苦しんでいる人のために、自分自身

が感染するかもしれないという状況の中で無償の愛を捧げたこの行いが、今日、日本有数の医療・

福祉・教育集団となった聖隷グループのすべての事業の始まりなのです。混迷する現代社会の中で、

人と共にあり、その不安や苦痛、悲しみを理解し、共に生きることを人生の喜びとする。聖隷クリ

ストファー大学では、先人達によって示された愛と奉仕の精神を受け継ぎ、地域に貢献し、国際社

会においても活躍できる専門職を育成しています。 

 

□1-2. 聖隷とは 

 

新約聖書のヨハネによる福音書第 13章に、最後の晩餐のとき、キリストは「食事の席から立ち上

がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それから、たらいに水をくんで弟子たちの

足を洗い、腰にまとった手ぬぐいでふき始められた。……」とあります。当時、人の足を洗うこと

は奴隷の仕事でしたが、キリストは弟子たちに行動をもって最後の教えを示しました。「聖隷」の名

はこの個所に由来しています。 

聖隷の創立者・長谷川保たちは、奴隷の形をとって弟子たちの足を洗われるキリストの姿をクリ

スチャンの理想の生き方と考え、社会事業を目的として聖隷社を創立。ここから聖隷の歴史が始ま

ったのです。 

 

>>>詳しくは 建学の精神 のページをご覧ください。 

https://www.seirei.ac.jp/about/philosophy/spirit/ 

 

□1-3. 聖隷の歴史 

 

90 年以上前、不当な差別を受けていた結核患者に手をさしのべたクリスチャンの若者たちは、無

償無私の精神で病舎を建てて患者たちの心身の援助を行いました。その後、聖隷グループはキリス

ト教の「隣人愛」の精神を基盤として、社会の動向を見据えて人々のニーズを先取りしながら発展

し続けています。福祉専門分野の草分け的存在の聖隷グループは多くの有能な人材を輩出して、援

助を必要としている人のために専門的な能力を発揮。日本の保健医療福祉の分野において大きな貢

献をしています。 

  

   >>>詳しくは 聖隷の歴史 のページをご覧ください。  

https://www.seirei.ac.jp/about/philosophy/history/
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□1-4. 人材養成に関する目的（聖隷クリストファー大学・大学院における人材養成に関する目的 

その他の教育・研究上の目的に関わる規則より抜粋） 

 

看護学部 

【教育目的】 

看護学部では、建学の精神であるキリスト教精神による「生命の尊厳と隣人愛」に基づく深い人

間理解の上に、人々の健康の保持増進、疾病の予防、健康の回復、苦痛の緩和を行い、人々がそ

の人らしく生活できることを目指した質の高いケアを提供するために、進歩する看護専門分野及

び関連諸学の知識と技能を統合し、多職種連携・協働してその責務を果たし、国内外の新しい動

向にも対応できる看護学分野の指導的人材として労を厭わぬ実践ができる看護専門職者を育成す

ることを目的とする。 

【教育目標】 

看護職を志すものとして身につけるべき態度・知識・技能を修得するために、1)建学の精神に基

づいた人間性の涵養をはかると共に、多様な価値観を寛容し、人間理解を深めます、2)人間や環

境についての基礎知識を幅広い視野から体系的に修得する能力を育成します、3)対象者の成長・

発達段階及び健康段階、看護の場の特性を踏まえて、対象の理解と看護に関する基本的な知識と

理論、技能を育成します、4)看護の役割拡大を見据え、生涯にわたり看護専門職として看護学を

探求する能力を育成します。 

 

社会福祉学部 

【教育目的】 

社会福祉学部は、建学の精神であるキリスト教精神による「生命の尊厳と隣人愛」に基づいた人

間性を涵養することを土台に、地域の福祉と生活上の困難を抱える人々の自立及び生活の質の向

上を支援するために、専門機関や施設、多種職との連携、協働して、その責務を果たすことがで

きる高度な知識・技術と実践力を兼ね備えた福祉専門職者を養成することを目的とする。 

【教育目標】 

社会福祉学部は、多様な文化や価値観の理解を土台に、介護や生活支援、相談援助等を必要とす

る人々の日常生活あるいは社会生活を送る上での諸問題を、家族や地域社会といった社会関係の

中で受容的・共感的に理解し、科学的に評価し、必要な福祉的支援を多職種と連携・協働する中

で実施すること、あわせて地域共生社会の構築に貢献することを目指し、そのために必要な専門

的態度・知識・技術を習得することを目標とする。 

 

リハビリテーション学部 

【教育目的】 

リハビリテーション学部では建学の精神であるキリスト教精神による「生命の尊厳と隣人愛」に

基づく深い人間理解の上に、高度な知識・技能を修得し、また多職種との連携・協働してその責

務を果たし、国内外の新しい動向にも対応できるリハビリテーション分野の指導的人材となるリ

ハビリテーション専門職者を育成することを教育目的とする。 

【教育目標】 

リハビリテーション専門職を志すものとして、1）自ら判断し行動する能力と学問的志向性を養う。

2）心身機能や疾患・障害特性に関する高度の専門的知識・技術を獲得し、科学的な思考力と、人

の心理・社会的側面を視野に入れた幅広い実践能力を養う。上記を踏まえ、多職種と連携・協働

し、科学的、客観的な思考力と実践力のある専門職として、専門分野ならびに関係領域の発展に

貢献できる人材の養成を目標とする。 

 

国際教育学部 

【教育目的】 

国際教育学部は、建学の精神であるキリスト教精神による「生命の尊厳と隣人愛」に基づいた人

間性を涵養することを土台に、こどもに関わる国際水準の教育・保育の専門性と国際的な視点に

立って多様な人々が支え合い、学び合い、育ち合う地域共生社会を実現できる実践力を兼ね備え

たこども教育の専門職者の養成を目的とします。 
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【教育目標】 

1）グローバル社会に対応する専門職者を志すものとして、学生自らが、国際的視野を持ち、人類

に共通する人間らしさと地球を共に守る責任を認識することを目標とします。（創造的な活動・

SDGs に関連する活動等を通して）2）社会に貢献したいという熱意をもって、保育・教育・心理

に関する専門的知識・技術や態度（価値観）を主体的に身につけます。さらに、在学期間に留ま

らず、生涯にわたり探究を続ける意欲を引き出すことを目指します。3）保育・教育・心理の現場・

コミュニティでの体験的学びを重視し、実践力を育みます。 

 

看護学研究科 博士前期課程 

【教育目的】 

建学の精神であるキリスト教精神による「生命の尊厳と隣人愛」を基盤とする倫理観を身につけ、

広い視野に立って学識を深め、看護学における高い研究・実践力を持つ高度専門職業人を育成す

る。 

【教育目標】 

看護学における高い研究・実践力を持つ高度専門職業人に必要な学識・技能を修得するために、

建学の精神に基づいた倫理観を纏い、看護学分野におけるより良い実践に必要な課題を明確にす

るとともに、課題解決に向けて探求する能力を育成する。看護学における質の向上を目指し、学

問的に発展するための研究力を育成する。高度実践看護学教育課程の目標は以下を追加する。各

専門分野における高度実践看護専門職として、科学的根拠に基づいた知識と技能を有し、高い分

析力・判断力を身につけ、卓越した実践能力を育成する。 

 

看護学研究科 博士後期課程 

【教育目的】 

建学の精神であるキリスト教精神による「生命の尊厳と隣人愛」を基盤に、高い倫理観を身につ

け、学識を深め、看護学について自立して研究活動を行う優れた専門性と人間性を備え、創造性、

応用力を持ち、多職種連携・協働ができ、広く世界に通用する高度専門職業人を育成する。 

【教育目標】 

生涯にわたり看護学の発展に貢献できる高度専門職業人に必要な学識・技能を修得するために、

建学の精神に基づいた高い倫理観を纏い、学際的・国際的な視野を持つとともに、自立した研究

活動に必要な専門性、創造性、応用力を身につけ、多職種連携・協働の中でリーダーシップを発

揮する能力を育成する。 

 

リハビリテーション科学研究科 博士前期課程 

【教育目的】 

建学の精神であるキリスト教精神による「生命の尊厳と隣人愛」を基盤とする倫理観を身につけ、

広い視野に立って学識を深め、理学療法学、作業療法学、言語聴覚学など、リハビリテーション

分野における高い研究・実践力を持つ高度専門職業人を育成する。 

【教育目標】 

高い倫理観を身につけ、リハビリテーション分野における最新の専門知識や技能を習得した高度

専門職業人を育成する。また、諸課題の現状を分析し、解決方法の検討し実行できる人材を育成

する。研究方法を学び、論理的思考力や科学的検証力を高める。多職種連携や協働の重要性を理

解し、コミュニケーション力が高い専門職業人を育成する。 

 

リハビリテーション科学研究科 博士後期課程 

【教育目的】 

建学の精神であるキリスト教精神による「生命の尊厳と隣人愛」を基盤に、高い倫理観を身につ

け、学識を深め、理学療法学、作業療法学、言語聴覚学等、リハビリテーション科学分野につい

て自立して研究活動を行い得る優れた専門性と人間性を備え、創造性、応用力を持ち、多職種連

携・協働ができ、広く世界に通用する高度専門職業人を育成する。 

【教育目標】 

リハビリテーション分野で自立した研究活動ができ、優れた専門性と人間性を備えた高度専門職

業人を育成する。また、高い倫理観を身につけ、現状の諸課題を分析した上で自ら問題解決を図
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る活動ができる人材を育成する。自ら研究を計画実行し新規性が高い事実を理論化し公表できる

人材を育成する。海外を含めた多くの専門職や研究者との連携を通じて、リーダーシップを発揮

し人々の健康、福祉、安寧に貢献する人材を育成する。 

 

社会福祉学研究科 博士前期課程 

【教育目的】 

建学の精神であるキリスト教精神による「生命の尊厳と隣人愛」を基盤とする倫理観を身につけ、

広い視野に立って学識を深め、社会福祉学及び介護福祉学における高い研究・実践力を持つ高度

専門職業人を育成する。 

【教育目標】 

社会福祉学の理論、思想・歴史、援助論と制度・政策論について、ミクロからメゾ、マクロまで

広い視野に立って学識を授け、社会福祉の諸領域において専門性の高い実践を遂行できる高度専

門職業人を育成する。 

 

社会福祉学研究科 博士後期課程 

【教育目的】 

建学の精神であるキリスト教精神による「生命の尊厳と隣人愛」を基盤に、高い倫理観を身につ

け、学識を深め、社会福祉学の各専門分野について自立して研究活動を行い得る優れた専門性と

人間性を備え、創造性、応用力を持ち、多職種連携・協働ができ、広く世界に通用する高度専門

職業人を育成する。 

【教育目標】 

博士学位論文の作成指導を通して、研究者として自立した研究活動に必要な、または、専門性の

高い実践を遂行するために必要な、高度な研究能力、応用能力およびその基礎となる豊かな学識

を備えた人材を育成する。 
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２．教育研究上の基本組織に関すること 

 

□2-1. 組織図（学部・学科・課程等の名称） 
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３．教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること 

□3-1. 教員数（2025年 5月 1日現在）                        単位：人 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□3-2. 教員の業績・学位等（教育学術情報データベース） 

 本学では専任教員の業績や学位等をホームページで検索できるように公開しています。 

  >>>詳しくは 教育学術情報データベース をご覧ください。 

https://gyosekidb.seirei.ac.jp:8083/scuhp/KgApp 

特任等

(内数)

特任等

(内数)

特任等

(内数)

特任等

(内数)

特任等

(内数)

うち
教授数

指導教員 21 8 6 0 0 0 0 0 27 0 6 4 0

指導補助教員 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 6 0

科目担当者 1 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0

21 8 9 0 0 0 0 0 30 0 12 4 0

指導教員 13 6 0 0 0 0 0 0 13 6 6 4 0

指導補助教員 7 2 3 0 0 0 0 0 10 2 6 0

科目担当者 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

20 8 3 0 0 0 0 0 23 8 12 4 0

指導教員 14 1 7 0 0 0 0 0 21 1 6 4 0

指導補助教員 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 6 0

科目担当者 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

15 2 7 0 0 0 0 0 22 2 12 4 0

指導教員 11 1 1 0 0 0 0 0 12 1 6 4 0

指導補助教員 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0 6 0

科目担当者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 1 3 0 0 0 0 0 16 1 12 4 0

指導教員 8 1 2 0 0 0 0 0 10 1 3 2 0

指導補助教員 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0

科目担当者 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0

8 1 3 0 0 0 0 0 11 1 6 2 0

指導教員 5 1 2 0 0 0 0 0 7 1 3 2 0

指導補助教員 3 0 1 0 0 0 0 0 4 0 3 0

科目担当者 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0

8 1 3 0 0 0 0 0 11 1 6 2 0

※共通科目担当者を各学部で重複カウントしている。

0.0

0.0

0.0

設置基準上算定人数

設置基準上算定人数

設置基準上算定人数

0.0

0.0

設置基準上算定人数

設置基準上算定人数

0.4

5.8

1.2

5.3

1.4

3.7

研究科、専攻等

専 任 教 員 等

教授 准教授 講 師 助教 計（Ａ）

0 0

社会福祉学研究
科(博士後期課
程)

3 1 4 0 0 0 0

社会福祉学研究
科(博士前期課
程)

8 1 6 3 0

1 0

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科学
研究科(博士後
期課程)

3 1 1 4 5 1 0

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科学
研究科(博士前
期課程)

18 1 2 8 90.0

設置基準上算定人数

0 0

看護学研究科
(博士後期課程) 4 4 4 4 1 0 0

50～
59歳

40～
49歳

30～
39歳

29歳
以下

看護学研究科
(博士前期課程) 77 4 10 7 6

専任教
員１人
当たり
の在籍
学生数

非常勤
教員数

※

専任：
非常勤

年齢構成

設置基
準上必
要人数

助手
70歳
以上

60～
69歳

特任等
(内数)

特任等
(内数)

特任等
(内数)

特任等
(内数)

特任等
(内数)

うち
教授数

看護学部 看護学科 22 8 11 0 1 0 19 0 53 8 14 7 2 1.0 3 14 19 12 5 2

22 8 11 0 1 0 19 0 53 8 14 7 0 0.0 3 14 19 12 5 0

社会福祉学部 社会福祉学科 6 0 6 0 0 0 1 0 13 0 12 6 0 1.0 0 5 6 2 0 0

6 0 6 0 0 0 1 0 13 0 12 6 0 0.8 0 5 6 2 0 0

理学療法学科 7 0 2 0 0 0 3 0 12 0 8 4 0 0.6 0 2 1 6 3 0

作業療法学科 4 1 3 0 0 0 2 0 9 1 7 4 1 0.0 0 1 3 4 1 1

言語聴覚学科 4 1 3 0 0 0 0 0 7 1 7 4 0 0.0 1 0 5 1 0 0

15 2 8 0 0 0 5 0 28 2 22 12 1 0.5 1 3 9 11 4 1

15 2 8 0 0 0 5 0 28 2 22 12 0 0.0 1 3 9 11 4 0

国際教育学部 こども教育学科 8 1 2 0 0 0 3 0 13 1 8 4 0 0.0 1 5 2 4 0 1

8 1 2 0 0 0 3 0 13 1 8 4 0 0.0 1 5 2 4 0 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17 9

51 11 27 0 1 0 28 0 107 11 3 0.0 5 27 36 29 9 4

51 11 27 0 1 0 28 0 107 11 73 38 0.0 5 27 36 29 9 1

1 1 1 0 0 0 1 0 3 1 - - 0 0.0 34 0.1 1 1 0 1 0 0

※共通科目担当者を各学部で重複カウントしている。

0.4

52

54

82

48

270

0.3

0.3

0.2

1.0

合    計

設置基準上算定人数

設置基準上算定人数
助産学専攻科

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
学部

設置基準上算定人数

設置基準上算定人数

設置基準上算定人数

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部　計

設置基準上算定人数

40～
49歳

30～
39歳

29歳
以下

　学部・学科等

専 任 教 員 等

助手
70歳
以上

60～
69歳

50～
59歳

年齢構成

(その他の学部教育担当組織)

大学全体の収容定員に応じ
定める専任教員数

専任教
員１人
当たり
の在籍
学生数

非常勤
教員数

※

専任：
非常勤

教授 准教授 講師 助教 計（Ａ） 設置基
準上必
要人数
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□3-3. 研究活動 

 

教員研究費内訳（2024年度） 

学部・研究科等 研究費の内訳 研究費（円） 
研究費総額に対す

る割合（％） 

看護学部 

研 究 費 総 額 31,424,057 100.0% 

学 
経常研究費 

（教員当り積算校費総額） 
19,650,000 62.5% 

  競争的研究費 2,354,057 7.5% 

内 その他 0 0.0% 

  科学研究費 9,020,000 28.7% 

  
政府もしくは政府関連 

法人からの研究助成金 
0 0.0% 

学 
民間の研究助成財団 

等からの研究助成金 
400,000 1.3% 

  奨学寄附金 0 0.0% 

外 受託研究費 0 0.0% 

  共同研究費 0 0.0% 

  その他 0 0.0% 

社会福祉学部 

研 究 費 総 額 9,137,327 100.0% 

学 
経常研究費 

（教員当り積算校費総額） 
4,950,000 54.2% 

  競争的研究費 1,717,327 18.8% 

内 その他 0 0.0% 

  科学研究費 2,470,000 27.0% 

  
政府もしくは政府関連 

法人からの研究助成金 
0 0.0% 

学 
民間の研究助成財団 

等からの研究助成金 
0 0.0% 

  奨学寄附金 0 0.0% 

外 受託研究費 0 0.0% 

  共同研究費 0 0.0% 

  その他 0 0.0% 

 



8 

 

リハビリテーション 

学部 

研 究 費 総 額 42,593,479 100.0% 

学 
経常研究費 

（教員当り積算校費総額） 
13,425,000 31.5% 

  競争的研究費 8,823,479 20.7% 

内 その他 0 0.0% 

  科学研究費 20,345,000 47.8% 

  
政府もしくは政府関連 

法人からの研究助成金 
0 0.0% 

学 
民間の研究助成財団 

等からの研究助成金 
0 0.0% 

  奨学寄附金 0 0.0% 

外 受託研究費 0 0.0% 

  共同研究費 0 0.0% 

  その他 0 0.0% 

国際教育学部 

研 究 費 総 額 8,262,543 100.0% 

学 
経常研究費 

（教員当り積算校費総額） 
4,750,000 11.2% 

  競争的研究費 1,542,543 3.6% 

内 その他 0 0.0% 

  科学研究費 1,970,000 4.6% 

  
政府もしくは政府関連 

法人からの研究助成金 
0 0.0% 

学 
民間の研究助成財団 

等からの研究助成金 
0 0.0% 

  奨学寄附金 0 0.0% 

外 受託研究費 0 0.0% 

  共同研究費 0 0.0% 

  その他 0 0.0% 
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助産学専攻科 

研 究 費 総 額 1,640,000 100.0% 

学 
経常研究費 

（教員当り積算校費総額） 
1,250,000 76.2% 

  競争的研究費 0 0.0% 

内 その他 0 0.0% 

  科学研究費 390,000 23.8% 

  
政府もしくは政府関連 

法人からの研究助成金 
0 0.0% 

学 
民間の研究助成財団 

等からの研究助成金 
0 0.0% 

  奨学寄附金 0 0.0% 

外 受託研究費 0 0.0% 

  共同研究費 0 0.0% 

  その他 0 0.0% 

     

※学内研究費（経常研究費、学内共同研究費）学外研究費（科学研究費助成事業等）ともに配分額（間

接経費を含む）を計上。 
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４．（学生に関する情報） 

入学者に関する受入方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の

数、進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況並びに入学者の選抜に関すること 

 

□4-1. 入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー） 

 

看護学部 

○ どのような力を発展・向上させるのか 

看護学部では、建学の精神であるキリスト教精神による「生命の尊厳と隣人愛」に基づく深

い人間理解の上に、人々の健康の保持増進、疾病の予防、健康の回復、苦痛の緩和を行い、

人々がその人らしく生活できることを目指した質の高いケアを提供するために、進歩する看

護専門分野及び関連諸学の知識と技能を統合し、多職種連携・協働してその責務を果たし、

国内外の新しい動向にも対応できる看護学分野の指導的人材として労を厭わぬ実践ができ

る看護専門職者を育成することを目的とします。 

 

○ 求める学生像 

・自分と同じように、他の人々を尊ぶことのできる人間性を備えた看護専門職を志す人 

・科学的思考力を身につけ、深い教養に支えられた看護専門職をめざして学ぶ意欲のある人 

・他の医療保健福祉分野の専門職を志す仲間と共に連携・協働して課題解決することに関心が

高い人 

・看護専門職として社会に貢献する意欲のある人 

 

○ 大学入学までに身につけて欲しい教科・科目等 

高等学校の各教科において、本学部の目的、目標を達成するために大切な知識・態度を身に

つけていることが望まれます。 

・国語については、他者による表現を理解出来る読解力と、自己の考え・感情を適切に表す

表現力 

・地理歴史・公民については多様な文化や価値観、生活背景をもつ他者を理解し、受け入れ

るための基礎知識 

・数学については、論理的な思考を可能とするための数学的素養 

・理科については、看護を科学的に実践する能力の基礎となる自然科学についての基礎知識 

・英語については、広く国際社会の人達とのコミュニケーションを実現できる能力としての

英語理解と英語による表現力 

 

○ 入学者選抜の基本方針 

看護学部では、複数の受験機会と多様な入試を提供しています。看護学部の教育理念・目標

に見合う学生を選抜するため、一般選抜の他に総合型選抜、学校推薦型選抜、奨学生選抜、

社会人選抜を実施しています。本学の入試では、個別学力検査、大学入学共通テスト、調査

書、面接及び小論文などを組み合わせて志願者の能力や資質を総合的に評価します。 

・個別学力検査、大学入学共通テストでは、高等学校において修得した基礎的な学力（知識・

理解、思考力・判断力・表現力）を評価します。 

・調査書は、高校時代に取り組んできた学習や活動の履歴を見ます。 

・面接では、他者と適切な人間関係を築く能力を評価します。 

・小論文では、総合的な能力「読解力、発想力、論理的思考力、表現力」を評価します。 

 

社会福祉学部 

○ どのような力を発展・向上させるのか 

建学の精神であるキリスト教精神による「生命の尊厳と隣人愛」に基づいた人間性を養い、

地域の福祉と生活上の困難を抱える人々の自立を支援する高度な知識・技術と関係多職種と

連携、協働して、その責務を果たすことができる実践力を兼ね備えた福祉専門職の育成を目

指しています。そのために地域と支援を必要とする人々を深く理解し、対人関係を築く能力

を養い、社会福祉、介護福祉、心理の専門知識、技術を修得することを目標としています。 
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○ 求める学生像 

・人間が好きで、豊かな感性をもつ人 

・人間社会に関心をもち、社会的不公正を問う人 

・人とかかわり、多くのことを吸収し、協働を大切にする人 

・社会福祉、介護福祉、心理を学び、この分野でリーダーとして活躍したいという強い意志と

意欲をもつ人 

 

○ 大学入学までに身につけて欲しい教科・科目等 

高等学校の各教科において、本学部の目的、目標を達成するために大切な知識・態度を身に

つけていることが望まれます。 

・国語については、論理的思考をするための基礎となる読解力、表現力 

・地理歴史・公民については、地域社会に働きかける専門職者として、社会福祉に関する法律・

制度を理解し、多様な文化や価値観、生活背景をもつ他者を理解し、受け入れるための基礎

知識 

・数学については、問題解決を可能とするための論理数学的思考力 

・理科については、専門領域を科学的に実践する能力の基礎となる自然科学についての基礎知

識 

・英語については、国際的視点で物事をとらえる能力の基礎となる語学力 

 

○ 入学者選抜の基本方針 

社会福祉学部では、複数の受験機会と多様な入試を提供しています。本学の教育理念・目標

に見合う学生を選抜するため、一般選抜の他に総合型選抜、学校推薦型選抜、奨学生選抜、

3年次編入学試験を実施しています。入試では、個別学力検査、大学入学共通テスト、調査

書、面接及び小論文などを組み合わせて志願者の能力や資質を総合的に評価します。 

・個別学力検査、大学入学共通テストでは、高等学校において修得した基礎的な学力 

（知識・技能、思考力・判断力・表現力）を見ています。 

・調査書は、高校時代に取り組んできた学習や活動の履歴を見ています。 

・面接では、他者と適切な人間関係を築く能力、主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態

度を見ています。 

・小論文では、総合的な能力「読解力、発想力、論理的思考力、表現力」を見ています。 

 

リハビリテーション学部 

○ どのような力を発展・向上させるのか 

リハビリテーション学部では、建学の精神であるキリスト教精神による「生命の尊厳と隣人

愛」に基づく深い人間理解の上に、高度な知識・技能を修得し、また多職種と連携・協働し

てその責務を果たし、国内外の新しい動向にも対応できるリハビリテーション分野の指導的

人材となる理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を育成することを教育目的とします。した

がって、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士として必要な「相手の心を理解し尊重すると

いう基本的態度」と「高度な専門的知識及び実践的な専門技能」の二つの能力を修得し発展・

向上させます。 

 

○ 求める学生像 

上記の人材育成を目標としていることから、次のような資質を有する学生を求めています。 

・建学の精神である「生命の尊厳と隣人愛」を尊重し、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士

として人格を磨くことのできる人 

・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の使命と役割を理解し、それを担う意志のある人 

・教養と理学療法学・作業療法学・言語聴覚学の知識と技能を身につけ成長するため、自ら学

ぶ意欲のある人 

・他の医療保健福祉分野の専門職者と多職種連携・協働して課題解決に努め、リーダーとして

成長しようとする人 

・理学療法学・作業療法学・言語聴覚学分野の発展と、地域社会及び国際社会の課題解決に貢

献するため自己研鑚できる人 
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・理学療法学・作業療法学・言語聴覚学の学問の発展のために国内外で学究活動に携わること

を志す人 

 

○ 大学入学までに身につけて欲しい教科・科目等 

人の心身機能・構造及び活動とそれらの障害を理解し、理学療法学・作業療法学・言語聴覚

学の理論と技能を修得する上で、高等学校までに次のような基礎学力を有していることが望

まれます。 

・国語については、物事を的確に理解し、論理的に思考し表現するために必要な国語の文章力

と読解力、言語による思考力及び伝達力 

・地理歴史・公民については、多様な文化や歴史、価値観、生活背景をもつ他者を理解するた

めに必要な基礎知識 

・数学については、論理的かつ数量的に物事を考え表現するために必要な数学的知識と技能 

・理科については、自然の現象や人体に関する諸問題を科学的に理解するために必要な自然科

学（物理、化学、生物）に関する基礎知識 

・英語については、国際的視点で物事をとらえ、諸外国の人々と交流するために必要な基礎的

な英語の理解力とコミュニケーション力 

 

○ 入学者選抜の基本方針 

リハビリテーション学部では、学力の 3要素である①「基礎的・基本的な知識・技能」、②

「思考力・判断力・表現力」、③「主体性をもって他者と協働して学ぶ態度」を総合的にみ

る、複数の受験機会と多様な入試を提供しています。本学の教育理念・目標に見合う学生を

選抜するため、一般選抜の他に総合型選抜、学校推薦型選抜、奨学生選抜を実施しています。

本学の入試では、個別学力検査、大学入学共通テスト、調査書、グループワーク、面接及び

小論文などを組み合わせて志願者の能力や資質を総合的に評価します。 

・個別学力検査、大学入学共通テストでは、高等学校において修得した基礎的な学力 

（知識・技能、思考力・判断力・表現力）をみます。 

・調査書は、高校時代に取り組んできた学習や課外活動の履歴から、主体性や協調性をみてい

ます。 

・グループワークでは、他者と適切な人間関係を築く能力を評価します。 

・面接では、目的意識、意欲、自己表現力、目標や将来のビジョンを確認しています。 

・小論文では、総合的な読解力、発想力、論理的思考力、表現力をみています。 

 

国際教育学部 

○ どのような力を発展・向上させるのか 

建学の精神であるキリスト教精神による「生命の尊厳と隣人愛」に基づいた人間性を養い、

人類のウェルビーイングに向けた教育のために、国際的視野を持ち、関連する機関・職種の

人々と協働し、その責務を果たすことができる実践力を兼ね備えた教育・保育専門職者の育

成を目指しています。そのために世界・地域や対象者を深く理解し、対人関係を築く能力を

養い、教育・保育の専門知識、技能を修得することを目標としています。 

 

○ 求める学生像 

・人間が好きで、豊かな感性をもつ人 

・人間社会に関心をもち、持続可能な社会の創造と発展に寄与する熱意のある人 

・人とかかわり、多くのことを吸収し、協働を大切にする人 

・よりよい教育・保育の実現を目指して、高い倫理観と使命感をもって主体的に学修に専念す

る人 

 

○ 大学入学までに身につけて欲しい教科・科目等 

高等学校の各教科において、本学部の目的、目標を達成するために大切な知識・態度を身に

つけていることが望まれます。 

・国語については、教育・保育の専門職者として論理的思考及びコミュニケーション力を支え

る読解力、表現力 
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・地理歴史・公民については、教育・保育の専門職者として、多様な文化や価値観、生活背景

をもつ他者を理解し、受け入れるための基礎知識 

・数学については、教育・保育の専門職者として、問題を系統立てて考え、解決に導くための

論理数学的思考力 

・理科については、教育・保育の専門職者として必要となる自然科学についての基礎知識 

・英語については、国際的視点で物事をとらえる能力の基礎となる語学力と「世界」に視野を

広げる挑戦意欲とコミュニケーション力 

 

○ 入学者選抜の基本方針 

国際教育学部では、複数の受験機会と多様な入試を提供しています。本学の教育理念・目標

に見合う学生を選抜するため、一般選抜の他に総合型選抜、学校推薦型選抜、奨学生選抜を

実施しています。入試では、個別学力検査、大学入学共通テスト、調査書、面接及び小論文

などを組み合わせて志願者の能力や資質を総合的に評価します。 

・個別学力検査、大学入学共通テストでは、高等学校において修得した基礎的な学力 

（知識・技能、思考力・判断力・表現力）を見ています。 

・調査書は、高校時代に取り組んできた学習や活動の履歴を見ています。 

・面接では、主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度を見ています。 

・小論文では、総合的な能力「読解力、発想力、論理的思考力、表現力」を見ています。 

 

看護学研究科博士前期課程 

1.「生命の尊厳と隣人愛」の精神を基盤とする高い倫理観を持って実践・教育・研究を志す人 

2.看護学領域の実践に必要な基本的倫理、知識、技能を備えより良い実践のため探求する意欲

を持っている人 

3.看護学領域の臨床実践や教育実践における課題に気づき、自分の意見を述べることができる

人 

4.看護の実践の中で生じた課題を解決するために、他者の意見を聞くことができる人 

5.自律的に活動し、主体性を持って課題解決に向け学修できる人 

 

リハビリテーション科学研究科博士前期課程 

1.「生命の尊厳と隣人愛」の精神を基盤とする倫理観を理解する意欲を持っている人 

2.リハビリテーション科学領域の実践や研究に必要な基本的倫理、知識、技能を備え、研究心

を持っている人 

3.リハビリテーション科学領域の臨床実践や教育実践における課題に気づき、口頭及び文書で

論理的に表現することができる人 

4.それぞれの実践の中で生じた課題の解決に意欲を持っている人 

5.自律的に活動し、主体性を持って多様な人々と協働して学ぼうとする意欲を持っている人 

 

社会福祉学研究科博士前期課程 

1.「生命の尊厳と隣人愛」の精神を基盤とする高い倫理観を持って実践・教育・研究を志す人 

2.社会福祉専門職の実践に必要な基本的倫理、社会福祉の思想、知識、技能を備え、研究心を

持っている人 

3.社会福祉の高度専門職者として、臨床や教育実践における課題に気づき、その意味を判断し、

社会的に問題を口頭及び文書で論理的に説明できる人 

4.社会福祉実践の中で生じた課題の解決、科学的な分析、研究に意欲を持っている人 

5.社会福祉実践の現場から学び、自立的に活動し、専門職連携、多職種連携、協働の視点を持

っている人 

 

看護学研究科博士後期課程 

1.「生命の尊厳と隣人愛」の精神を基盤とする高い倫理観を持って実践・教育・研究を志す人 

2.看護学領域の専門職の実践に必要な知識・能力を備え、看護学を探求する意欲を持っている

人 

3.看護学領域の臨床実践や教育実践における課題について、研究的視点を持ち自立して研究に
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取り組む意欲のある人 

4.看護領域の課題解決に向けて、他の専門職や研究者と協働することができる人 

5.学術的かつ国際的に視野を広げることに関心を持ち、看護学の発展に貢献する意欲のある人 

 

リハビリテーション科学研究科博士後期課程 

1.「生命の尊厳と隣人愛」の精神を基盤とする倫理観を理解する意欲を持っている人 

2.リハビリテーション科学領域の研究に必要な基本的倫理、知識、技能を備え、研究を行った

経験を有している人 

3.リハビリテーション科学領域の研究課題に気づき、その意味を判断し、口頭及び文書で論理

的に表現することができる人 

4.それぞれの実践や研究の中で生じた独創的課題の解決に意欲を持っている人 

5.自律的に活動し、主体性を持って多様な人々と協働して学び、将来共に活動する志向を持っ

ている人 

 

社会福祉学研究科博士後期課程 

1.「生命の尊厳と隣人愛」の精神を基盤とする高い倫理観を持って実践・教育・研究を志す人 

2.社会福祉専門職の実践に必要な基本的倫理、社会福祉の思想、知識、技能を備え、研究を行

った経験のある人 

3.社会福祉の高度専門職者として、臨床や教育実践における課題に気づき、その意味を判断し、

口頭及び文書で論理的に説明し、社会的に問題の改善ができる人 

4.社会福祉実践の中で生じた課題の解決に意欲と科学的な分析力、研究方法を持っている人 

5.社会福祉実践の現場から学び、自立的に活動し、主体性を持って専門職連携、多職種連携を

図り、協働のネットワークを構築する人 
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□4-2. 学部・専攻科・大学院の志願者数、合格者数、入学者数、収容定員、在学者数（編入学生数） 

１）学部・専攻科の志願者数、合格者数、入学者数（2025年度入試）                  単位：人 

学部・学科  募集人員 志願者数 合格者数 入学者数 
2024  
入学
者数 

2023 
入学
者数 

看護学部 看護学科  150 468 344 164 165 158 

社会福祉学部 社会福祉学科  60 80 70 35 55 52 

社会福祉学部 社会福祉学科 編入学  5 2 2 1 2 4 

社会福祉学部 こども教育福祉学科 

※2023年度より学生募集停止 
 ― ― ― ― ― ― 

リハビリテーション学部 理学療法学科  40 190 84 49 43 49 

リハビリテーション学部 作業療法学科  30 100 82 30 41 23 

リハビリテーション学部 言語聴覚学科  25 70 61 27 22 17 

国際教育学部 こども教育学科 

※2023年度開設 
 50 96 88 35 43 52 

合計（編入学除く）  355 1,004 729 340 369 351 

        

学部・学科  募集人員 志願者数 合格者数 入学者数 
2024  
入学
者数 

2023 
入学
者数 

助産学専攻科  15 53  19 17 17 17 

  >>>入試種別ごとの入試結果は 入学案内 のページをご覧ください。 

学部：https://www.seirei.ac.jp/entrance/result/entrance-result/ 

大学院：https://www.seirei.ac.jp/graduate/about/entrance-exam/test-result/ 

２）学部・専攻科の収容定員数と在学者数（2025年 5月 1日現在）                  単位：人 

学部・学科等  
収容 

定員数 

在籍 

学生数 

うち外国人

留学生数 

収容定員 

充足率 

看護学部 看護学科   600 641 0 106.8% 

社会福祉学部 社会福祉学科  260 191 0 73.5% 

(うち 社会福祉学部 社会福祉学科 編入学)  (15) (3) (0) (20.0%) 

社会福祉学部 こども教育福祉学科 

※2023年度より学生募集停止 
 40 35 0 87.5% 

リハビリテーション学部 理学療法学科  160 184 0 115.0% 

リハビリテーション学部 作業療法学科  120 130 0 108.3% 

リハビリテーション学部 言語聴覚学科  100 92 0 92.0% 

国際教育学部 こども教育学科 

※2023年度開設 
 150 129 0 86.0% 

学部合計  1,430 1,402 0 98.0% 

    奨学生  

学部・学科等  
収容 

定員数 

在籍 

学生数 

うち外国人

留学生数 

収容定員 

充足率 

助産学専攻科  15 17 0 113.3％ 

   ＊うち社会人学生数（社会人選抜制度を活用して入学した学生の数）1人 

   ＊外国人留学生制度はありません。   ＊2024年度の退学・除籍者数 16人 
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３）大学院の志願者数、合格者数、入学者数（2025年度入試）                  単位：人 

研究科  募集人員 志願者数 合格者数 入学者数 

2024 

入学 

者数 

2023 

入学 

者数 

看護学研究科      博士前期課程   10 12 12 12 9 7 

            博士後期課程  5 8 6 6 5 3 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科学研究科  博士前期課程   15 15 15 15 10 8 

            博士後期課程  5 2 2 2 3 2 

社会福祉学研究科    博士前期課程   10 4 4 3 0 1 

            博士後期課程  3 0 0 0 1 1 

合計  48 41 39 39 28 23 

 

４）大学院の収容定員数と在学者数（2025年 5月 1日現在）                  単位：人 

研究科  
収容 

定員数 

在籍 

学生数 

うち外国人

留学生数 

収容定員 

充足率 

看護学研究科      博士前期課程   20 25 0 125.0% 

            博士後期課程  15 25 0 166.7% 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科学研究科  博士前期課程   30 11 0 36.7% 

            博士後期課程  15 31 0 206.7% 

社会福祉学研究科    博士前期課程   20 9 0 45.0% 

            博士後期課程  9 4  0 44.4% 

合計  109 105 0 96.3% 

                                         ＊2024年度の退学・除籍者数 3人 
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５）入学者の出身地内訳（2025 年度入学者）               単位：人 

    学部 

出身地 
看護学部 

社会福祉学部 

(3 年次編入者除く) 
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部 国際教育学部 

入学者数 164 35 106 35 

北海道 1 2  1 

青 森     

岩 手     

宮 城     

秋 田     

山 形 1    

福 島     

茨 城  1 1 1 

栃 木     

群 馬     

埼 玉     

千 葉     

東 京     

神奈川     

新 潟     

富 山     

石 川     

福 井     

山 梨   1  

長 野     

岐 阜     

静 岡 154 29 92 32 

愛 知 7 1 11 1 

三 重     

滋 賀     

京 都     

大 阪     

兵 庫     

奈 良     

和歌山     

鳥 取     

島 根     

岡 山  1   

広 島     

山 口     

徳 島     

香 川     

愛 媛     

高 知     

福 岡     

佐 賀     

長 崎     

熊 本 1    

大 分     

宮 崎     

鹿児島  1 1  

沖 縄     

その他※     

※外国の学校卒、高卒認定等 
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□4-3. 卒業・修了者数 

 

１）学部・専攻科の卒業者・修了者数（2024年度）             単位：人 

学部・学科・専攻 卒業者数 
卒業者数の 

うち 2021年度入学者 

中退率

※ 

看護学部 看護学科 155  152 3.2% 

社会福祉学部 

社会福祉学科 49 45 6.3% 

こども教育福祉学科 29  29 6.3% 

リハビリテーション

学部 

理学療法学科 47  46 9.4% 

作業療法学科 27  24 10.7% 

言語聴覚学科 26  25 0.0% 

学部合計 333 348 5.6% 

    

学部・学科・専攻 修了者数 
修了者数の 

うち 2024年度入学者 

中退率

※ 

助産学専攻科 17 17 0.0% 

 ※入学者が標準修業年限（学部 4年、専攻科 1年）以内に退学した割合 

 

２）標準修業年限超過学生数（編入学者は除く） 単位:人 

看護学部 1 

社会福祉学部 1 

リハビリテーション学部 7 

合計 9 

 

３）大学院における標準修業年限以内で修了した者の占める割合、その他学位授与の状況に関する

こと 

入学

年度 
博士前期課程 

① 

入学

者数 

② 

修業 

年限 

③ 

標準修業年

限修了者数

（％） 

④ 

標準修業年

限内退学者

数（％） 

⑤ 

④のうち、 

満期退学者 

⑥ 

標準修業年

限超過者数

（％） 

2023 

看護学研究科 

（標準） 
3 2 2（66.7%） 0（0.0%） 該当なし 1（33.3%） 

看護学研究科 

（長期） 
4 3 期間中 1（25.0%） 該当なし 期間中 

リハビリテーション科学

研究科（標準） 
3 2 2（66.7%） 0（0.0％） 該当なし 1（33.3%） 

リハビリテーション科学

研究科（長期） 
4 3 期間中 期間中 該当なし 期間中 

社会福祉学研究科 

(標準） 
1 2 1（100.0%） 0（0.0%） 該当なし 0（0.0%） 

社会福祉学研究科 

(長期） 
1 3 期間中 期間中 該当なし 期間中 
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入学

年度 
博士後期課程 

① 

入学

者数 

② 

修業 

年限 

③ 

標準修業年

限修了者数

（％） 

④ 

標準修業年

限内退学者

数（％） 

⑤ 

④のうち、 

満期退学者 

⑥ 

標準修業年

限超過者数

（％） 

2022 

看護学研究科 

（標準） 
0 3 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 

看護学研究科 

（長期） 
1 4 期間中 期間中 期間中 期間中 

リハビリテーション科学

研究科（標準） 
0 3 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 

リハビリテーション科学

研究科（長期） 
2 4 期間中 期間中 期間中 期間中 

社会福祉学研究科 

(標準） 
0 3 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 

社会福祉学研究科 

(長期） 
0 4 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 

  ※途中で修業年限変えた学生は、入学者数から変更して掲載 

 

2024年度 学位授与の状況                        単位：人 

研究科・専攻 学位名称 
学位授与者

数 

看護学研究科 

博士後期課程 
看護学専攻 博士(看護学) 3 

リハビリテーション 

科学研究科博士後期課程 

リハビリテーション

科学専攻 
博士(ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科学) 0 

社会福祉学研究科 

博士後期課程 
社会福祉学専攻 博士(社会福祉学) 0 

看護学研究科 

博士前期課程 
看護学専攻 修士(看護学) 5 

リハビリテーション 

科学研究科博士前期課程 

リハビリテーション

科学専攻 
修士（ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科学） 3 

社会福祉学研究科 

博士前期課程 
社会福祉学専攻 修士（社会福祉学） 2 

合計  13 
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□4-4. 卒業後の進路（2024年度卒業生） 
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□4-5. 就職先・進学先一覧 

看護学部（卒業生 155名/就職・進学希望者 150名：就職者 140名、進学者 9名） 

助産学専攻科（修了生 17名/就職希望者 17名：就職者 17名）
助産学
専攻科

看護師 保健師 養護教諭 進学 助産師

聖隷 静岡 聖隷三方原病院 22 1 23
聖隷浜松病院 34 9 43
浜松市リハビリテーション病院 4 4
聖隷保健事業部 1 1
聖隷富士病院 1 1

神奈川 聖隷横浜病院 9 9
70 1 0 0 10 81

静岡 西部 浜松医科大学医学部附属病院 7 2 9
浜松労災病院 1 1
市立湖西病院 1 1
遠州病院 1 1
磐田市立総合病院 2 2
中東遠総合医療センター 1 1
市立御前崎総合病院 1 1
浜松市 2 2
湖西市 1 1
磐田市 1 1
掛川市 2 2
浜松市教育委員会 1 1
静岡県立天竜特別支援学校 1 1
学校法人倉橋学園キラリ高等学校 1 1

中部 静岡県立総合病院 3 3
静岡県立こども病院 1 1
静岡市立静岡病院 1 1
藤枝市立総合病院 5 5
島田市立総合医療センター 1 1
静岡県 1 1
藤枝市 1 1
静岡市 1 1

東部 静岡県立静岡がんセンター 1 1
順天堂大学医学部附属静岡病院 1 1
富士宮市立病院 1 1

26 9 3 0 4 42
愛知 東部 豊橋市民病院 2 1 3

豊川市民病院 1 1
安城更生病院 1 1
刈谷豊田総合病院 1 1

西部 藤田医科大学病院 9 9
藤田医科大学ばんたね病院 1 1
名古屋市立大学病院 2 2
あいち小児保健医療総合センター 1 1
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 1 1
名古屋セントラル病院 1 1
日進市 1 1

19 1 0 0 2 22
県外 千葉 千葉西総合病院 1 1

東京女子医科大学八千代医療センター 1 1
東京 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 1 1

東京医科大学病院 1 1
東京女子医科大学病院 1 1
東京慈恵会医科大学附属病院（本院） 1 1
東京武蔵野病院 1 1
立川市 1 1

神奈川 北里大学病院 1 1
済生会横浜市東部病院 1 1

山梨 山梨大学医学部附属病院 1 1
大阪 関西医科大学附属病院 1 1

10 1 0 0 1 12
進学 静岡 聖隷クリストファー大学　助産学専攻科 9 9

0 0 0 9 0 9
総計 125 12 3 9 17 166

看護学科
計病院・施設・自治体・学校名区分
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社会福祉学部社会福祉学科 

ソーシャルワークコース（卒業者 35名/就職・進学希望者 35名：就職者 34名） 

聖隷 静岡 聖隷おおぞら療育センター 介護職員 1
浜北愛光園 介護職員 1
浜松学園 生活支援員 1

3
公務員 静岡 浜松市 精神保健福祉士 1

森町 事務職 1
2

福祉 静岡西部 医療法人社団明徳会　介護老人保健施設エーデルワイス 相談員 1
医療法人社団和恵会　白脇ケアセンター 介護職員 1
社会福祉法人みどりの樹 精神保健福祉士 1
社会福祉法人ひかりの園　浜松協働学舎根洗寮 生活支援員 1
社会福祉法人復泉会 生活支援員 1
社会福祉法人復泉会　ワークショップくるみ 福祉職員(パート) 1
社会福祉法人天竜厚生会 介護職員 1
社会福祉法人天竜厚生会　天竜厚生会ささえ 児童指導員(パート) 1
社会福祉法人和光会　児童養護施設わこう 児童指導員 1
社会福祉法人浜松市社会福祉協議会 社協職員 2
社会福祉法人Mネット東遠 精神保健福祉士 1
社会福祉法人デンマーク牧場福祉会　こども家庭サポートセンター 児童指導員 1
社会福祉法人デンマーク牧場福祉会　ディアコニア 介護職員 1
東遠学園組合 福祉職員 2
株式会社ヴァティー　ふるさとホーム浜北 相談員 1

静岡中部 社会福祉法人高風会　多機能型事業所暁 福祉職員 1
医療法人志太会　介護老人保健施設ユニケア岡部 介護職員 1

愛知東部 社会福祉法人誠信会　かたくら明和園 福祉職員 1
愛知 社会福祉法人豊川市社会福祉協議会 社協職員 1

放課後等デイサービスSUMIRE 児童指導員 1
22

医療 静岡西部 浜松医科大学医学部附属病院 社会福祉士 2
浜松医科大学 事務補助員(パート) 1

静岡中部 静岡赤十字病院 社会福祉士 1
愛知 医療法人珪山会　鵜飼リハビリテーション病院 社会福祉士 1

5
一般企業 静岡西部 鈴与御前崎荷役サービス株式会社 その他 1

株式会社ユニクロ　 アルバイト 1
2

総計 34

区分 施設・病院名 職種 人数

 
 
社会福祉学部社会福祉学科 

介護福祉コース（卒業者 14 名/就職・進学希望者 14名：就職者 14名） 

聖隷 静岡西部 和合愛光園 介護職員 1
いなさ愛光園 介護職員 2
浜北愛光園 介護職員 1
森町愛光園 介護職員 1

奈良 奈良ニッセイエデンの園 介護職員 1
兵庫 宝塚エデンの園 介護職員 1

7
公務員 静岡西部 掛川市 事務職 1

1
福祉 静岡西部 社会福祉法人八生会　一空園 介護職員 1

静岡中部 医療法人志太会　介護老人保健施設ユニケア岡部 介護職員 1
愛知 社会福祉法人豊生会　特別養護老人ホーム彩幸 介護職員 1
東京 セントケア東京株式会社 介護職員 1

4
一般企業 東京 日本マクドナルド株式会社 販売員 1

大阪 Sky Grid 株式会社 ＩＴ職 1
2

総計 14

区分 施設・病院名 職種 人数
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社会福祉学部こども教育福祉学科（卒業者 29名/就職・進学希望者 29名：就職者 29名） 

聖隷 静岡県西部 聖隷こども園わかば 保育教諭 2
聖隷こども園めぐみ 保育教諭 1
聖隷こども園こうのとり豊田 保育教諭 2

5
小学校・ 静岡西部 浜松市立与進北小学校 小学校教諭 1
特別支援学校 浜松市立北浜小学校 小学校教諭 1

浜松市立積志小学校 小学校教諭 1
磐田市立青城小学校 小学校教諭 1
御前崎市立第一小学校 小学校教諭 1
袋井市立袋井東小学校 小学校講師 1
掛川市立城北小学校 小学校講師 1
静岡県立天竜特別支援学校 特別支援学校教諭 1
静岡県立掛川特別支援学校 特別支援学校教諭 1
静岡県立浜松みをつくし特別支援学校 特別支援学校教諭 1

東京 東京都立臨海青梅特別支援学校 特別支援学校教諭 1
神奈川 小田原市立芦子小学校 小学校教諭 1

12
こども園 静岡西部 社会福祉法人愛光会　ハローこども園 保育教諭 1

社会福祉法人瑞穂会　たかい丘こども園 保育教諭 1
2

民間保育園 静岡西部 社会福祉法人たんぽぽ会　はらっぱ保育園 保育士 1
社会福祉法人浜松乳幼児福祉会　愛恵保育園 保育士 1
医療法人社団明徳会　十全双葉保育園 保育士 1

中部 社会福祉法人五和会　五和保育園 保育士 1
4

民間幼稚園 静岡西部 学校法人無憂樹学園　城北幼稚園 幼稚園教諭 1
1

福祉 静岡西部 社会福祉法人天竜厚生会　あかいし学園 介護職員 1
静岡中部 社会福祉法人エミリー　静岡乳児院 保育士 1
愛知 社会福祉法人豊橋市福祉事業会　豊橋ゆたか学園 保育教諭 1

3
一般企業 西部 株式会社Earnest 営業職 1

東部 株式会社ファイブハンドレッドクラブ サービス職 1
2

総計 29

区分 園・学校・施設名 職種 人数
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リハビリテーション学部理学療法学(卒業者 47名/就職・進学希望者 47名：就職者 47名） 

職種

理学療法士

聖隷 静岡 聖隷三方原病院 2

聖隷浜松病院 1

浜松市リハビリテーション病院 1

4

静岡 西部 浜松医科大学医学部附属病院 1

浜松医療センター 1

すずかけセントラル病院 2

天竜すずかけ病院 1

常葉大学リハビリテーション病院 1

浜松南病院 3

浜松北病院 1

北斗わかば病院 1

こぼり整形外科クリニック 1

やまうち整形外科 1

橘整形外科クリニック 1

有玉病院 1

花平ケアセンター 1

医療法人社団藤友五幸会 1

和田整形外科・外科医院 1

中東遠総合医療センター 1

掛川東病院 1

おまえざき痛みのクリニック 1

中部 島田市立総合医療センター 1

コミュニティーホスピタル甲賀病院 1

医療法人社団アール・アンド・オー 1

東部 中伊豆リハビリテーションセンター 1

熱川温泉病院 1

富士いきいき病院 1

富士整形外科病院 1

28

愛知 東部 渥美病院 1

医療法人整友会 1

八千代病院 1

中部 偕行会城西病院 1

4

千葉 船橋整形外科病院 1

東京 複十字病院 1

イムス板橋リハビリテーション病院 1

神奈川 鶴巻温泉病院 1

イノルト整形外科　痛みと骨粗鬆症クリニック 1

湘南慶育病院 1

ハートフル瀬谷 1

山梨 甲州リハビリテーション病院 2

福岡 霧ケ丘つだ病院 1

小倉第一病院 1

11

総計 47

区分 病院・施設名
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リハビリテーション学部作業療法学科（卒業者 27名/就職・進学希望者 26名：就職者 26名） 

職種

作業療法士

聖隷 静岡 聖隷三方原病院 2

浜松市リハビリテーション病院 1

袋井市立聖隷袋井市民病院 1

4

静岡 西部 すずかけセントラル病院 1

天竜すずかけ病院 2

北斗わかば病院 1

医療法人社団至空会 1

神経科浜松病院 1

訪問看護ステーションやわらぎ高林 1

医療法人社団藤友五幸会 1

すずかけヘルスケアホスピタル 2

中東遠総合医療センター 1

小笠病院 1

医療法人社団アール・アンド・オー 1

藤枝駿府病院 1

聖稜リハビリテーション病院 1

湖山リハビリテーション病院 1

尽誠苑 1

豊川さくら病院 1

八千代病院 1

19

東京 イムス板橋リハビリテーション病院 1

神奈川 湘南慶育病院 1

山梨 甲州リハビリテーション病院 1

3

総計 26

区分 病院・施設名
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リハビリテーション学部言語聴覚学科（卒業者 26名/就職・進学希望者 25名：就職者 25名） 

職種

言語聴覚士

聖隷 静岡 聖隷三方原病院 1

浜松市リハビリテーション病院 1

袋井市立聖隷袋井市民病院 1

3

静岡 西部 浜松医療センター 1

すずかけセントラル病院 2

十全記念病院 1

中東遠総合医療センター 1

掛川東病院 1

東遠学園組合 1

静岡赤十字病院 1

聖稜リハビリテーション病院 1

静岡済生会総合病院 1

東部 中伊豆温泉病院 1

熱川温泉病院 1

フジ虎ノ門整形外科病院 1

瀬尾記念慶友病院 1

いながき耳鼻いんこう科クリニック 1

豊川さくら病院 1

藤田医科大学岡崎医療センター 1

国立長寿医療研究センター 1

18

神奈川 鶴巻温泉病院 1

長野 健和会病院 1

2

一般企業 静岡西部 浜松日産自動車 1

愛知 理研産業株式会社（販売員） 1

2

総計 25

区分 病院・施設名

 

 

 

大学院

研究科 課程 就職先
1．現在勤務中

の施設

2．入学前に一
旦退職した施
設への復職

3．新しく勤務
する施設

4.その他 総計

看護学研究科 博士前期課程 1 1

1 1

1 1

1 1

博士後期課程 1 1

1 1

1 1

リハ科学研究科 博士前期課程 1 1

1 1

1 1

社会福祉学研究科 博士前期課程 1 1

1 1

総計 9 3 12

福井県立大学

浜松修学舎高校

浜名湖エデンの園

浜松労災病院

JA静岡厚生連遠州病院

発達医療総合福祉センター

小田原市立病院

聖隷クリストファー大学

静岡県東部児童相談所

介護老人福祉施設エーデルワイス

南方医科大学第八附属医院

豊田えいせい病院
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□4-6. 入学者の選抜に関すること 

１）学力検査等の内容 

  （準備中） 

 

 

２）試験問題に関する情報 

  （準備中） 

 

 

３）合否判定の方法及び基準 

  （準備中） 

 

４）合理的配慮の提供に関する対応方法（相談窓口、事前相談や配慮の申請の方法及び受験上の配

慮の一般的な例等） 

  （準備中） 
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５．（教育課程に関する情報） 

授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること 

 

□5-1. 教育課程 

 

学部、助産学専攻科、大学院研究科の教育課程は以下のとおりです。 

 

・看護学部 

学則第 29条 別表 1-1 https://www.seirei.ac.jp/media/250401gakusoku_daigaku.pdf#page=13 

・社会福祉学部 社会福祉学科 

学則第 29条 別表 1-2 https://www.seirei.ac.jp/media/250401gakusoku_daigaku.pdf#page=16 

・リハビリテーション学部 学部共通 教養基礎領域 

学則第 29条 別表 1-3 https://www.seirei.ac.jp/media/250401gakusoku_daigaku.pdf#page=20 

・リハビリテーション学部 理学療法学科 

学則第 29条 別表 1-4 https://www.seirei.ac.jp/media/250401gakusoku_daigaku.pdf#page=21 

・リハビリテーション学部 作業療法学科 

学則第 29条 別表 1-5 https://www.seirei.ac.jp/media/250401gakusoku_daigaku.pdf#page=22 

・リハビリテーション学部 言語聴覚学科 

学則第 29条 別表 1-6 https://www.seirei.ac.jp/media/250401gakusoku_daigaku.pdf#page=23 

・国際教育学部 こども教育学科 

学則第 29条 別表 1-7 https://www.seirei.ac.jp/media/250401gakusoku_daigaku.pdf#page=24 

・助産学専攻科 

助産学専攻科規則第 9 条 別表 1  https://www.seirei.ac.jp/media/2204senkoukakisoku.pdf#page=3 

・大学院看護学研究科博士前期課程 

大学院学則第 23 条 別表 1-1 https://www.seirei.ac.jp/media/2504daigakuingakusoku.pdf#page=7 

・大学院リハビリテーション科学研究科博士前期課程 

大学院学則第 23 条 別表 1-2 https://www.seirei.ac.jp/media/2504daigakuingakusoku.pdf#page=11 

・大学院社会福祉学研究科博士前期課程 

大学院学則第 23 条 別表 1-3 https://www.seirei.ac.jp/media/2504daigakuingakusoku.pdf#page=12 

・大学院看護学研究科博士後期課程 

大学院学則第 23 条 別表 1-4 https://www.seirei.ac.jp/media/2504daigakuingakusoku.pdf#page=13 

・大学院リハビリテーション科学研究科博士後期課程 

大学院学則第 23 条 別表 1-5 https://www.seirei.ac.jp/media/2504daigakuingakusoku.pdf#page=14 

・大学院社会福祉学研究科博士後期課程 

大学院学則第 23 条 別表 1-6 https://www.seirei.ac.jp/media/2504daigakuingakusoku.pdf#page=15 
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□5-2. 教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 

 

看護学部 

看護師を志すものとして身に付けるべき態度・知識・技能を習得するために、1）建学の精

神に基づいた人間性の涵養をはかるための自校教育と、人間理解を深めるための多様な教養

科目を配置した教養基礎領域 2)人間や環境についての基礎知識を幅広い視野から体系的に

修得する専門基礎領域 3)対象者の成長・発達段階及び健康段階、看護の場の特性を踏まえ

て、対象の理解と看護に関する基本的な知識と理論、技能を修得するための看護専門領域―

の 3領域から行うものとします。具体的には以下のようにカリキュラムを編成・実施します。 

 

1.キリスト教精神に基づく「生命の尊厳と隣人愛」を深く理解し、看護専門職者としての高い

倫理観と価値観・態度を身につけるために、建学の理念と精神の育成に関わるキリスト教関

連科目・自校教育科目を置く。また大学での学びの基礎を築き、幅広い知識を身につけ、多

様な文化や価値観・生活背景を理解する人間教育に関わる大学教育導入科目と教養基礎科目

を配置する。 

2.看護の対象者の課題を科学的・論理的、総合的に理解し、個別性に応じて支援するために、

人が生きる環境や身体・心理面の健康、成長・発達を理解するための専門基礎、看護専門科

目を配置する。 

3.様々な立場や意見、生活背景をもつ他者を理解し、自らの考えや意見を、対象に応じて正確・

適切に、伝達・説明できるコミュニケーション力と実践力を養うためにキャリア教育科目及

び専門基礎科目を配置する。 

4.さまざまな年代の多様な状況にある人々に対して、基礎分野・専門基礎分野・専門分野の知

識・理論、情報、技能等を総合的に活用し、根拠に基づく基礎的な看護技術を駆使し、看護

を科学的に実践できる能力を養うために看護専門科目を配置する。 

5.課題解決に向けて、主体的・かつ仲間と協働して看護専門分野や関連諸学の学識を用いて広

い視野で検討するために、看護専門科目を置く。 

6.看護者の役割と責任を自覚し、保健・医療・福祉の関係職種と協働する能力を養うために、

専門科目と専門職連携教育科目を置く。 

7.地域及び国際的視野で物事をとらえる能力を養うために、国内外の医療、保健、看護を学習

する科目や語学、海外研修や国際看護実習を経験する科目を配置する。 

8.生涯に亘り看護学・看護実践を追求しようとする意欲と信念・価値観を養うために、これま

での看護学の学修を統合し、専門職としての自覚を高め、責務を理解し自己の看護観や研究

的視点を深める統合科目を配置する。 

 

養護教諭課程では、上記の看護学部のカリキュラム編成方針に加えて、養護教諭を志す者と

して身につけるべき態度・知識・技能を修得するために、以下のようにカリキュラムを編成・

実施します。 

 

(1)教職の意義や職務、教育に関する基礎的知識、児童生徒への理解・対応に必要な発達等の知

識を修得するために、教職に関する科目を配置する。 

(2)児童生徒の心身の健康課題に対応できる知識・技能を修得するために、養護に関する科目を

配置する。 

(3)学校現場において児童生徒や教職員と関わり、学校保健活動を行う実践力を養うために、教

育実践に関する科目を配置する。 

 

「教育方法」 

1.学生が主体的・能動的・協同的に学修に取り組むことができるように、学生同士が協力して

課題に向き合う機会を効果的に取り入れます。 

2.主体的・能動的・協同的な学修を促すような ICT なども活用した教材開発、教育方法の改

善に取り組みます。その際には、学生による授業評価、学生との授業に関する意見交換、教

員相互のチェック等を積極的に活用します。 

3.学生が主体的・能動的・協同的に学修に取り組む見通しをもつことができるように、シラバ
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スにおいて事前・事後学修の明示、授業計画の精細化を図るとともに、学部内のチェック等

によってその水準を担保し、その情報を積極的に公表します。 

 

「評価」 

1.上記で示した科目について所定の単位を修得したことをもって本学の教育目標を達成した

と判断し、学位を授与するものとします。 

2.各科目の学修成果については以下の基準で評価を行います。 

Ｓ（90～100点）到達目標を越えたレベルに達している。 

Ａ（80～89 点）到達目標をほぼ達成している。 

Ｂ（70～79 点）到達目標は達成していないが、理解度は高い。 

Ｃ（60～69 点）到達目標の達成には努力が必要だが、最低限のレベルには達している。 

Ｄ（59 点以下）最低限のレベルに到達していない。 

3.卒業認定・学位授与の方針に示した教育目標を達成するために、毎年度、学生自身が自己目

標を設定したうえで学修を進め、卒業認定・学位授与の方針達成度の自己評価を行い、学修

成果のアセスメントを行います。卒業認定・学位授与の方針で示した教育目標を達成するた

めに教育課程が妥当に編成されているかを毎年度検証し、必要に応じて改善していきます。 

 

社会福祉学部 

社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士を志す者として身につけるべき態度・知識・技術

を修得するために、1）建学の精神に基づいた人間性の涵養をはかるための自校教育と人間

理解を深めるための多様な教養基礎科目を配置した教養基礎領域 2）関連諸学の基礎知識や

社会福祉士･介護福祉士・精神保健福祉士の基礎知識を体系的に修得する専門基礎領域 3）

さまざまな対象者の有する課題を科学的、論理的、総合的に理解し支援するために必要な社

会福祉･介護福祉の基本的な知識と理論、及び技術を修得するための専門領域―の 3領域か

ら編成します。具体的には以下のようにカリキュラムを編成･実施します。 

 

1.キリスト教精神に基づく「生命の尊厳と隣人愛」を深く理解し、社会福祉、介護福祉の専門

職者としての高い倫理観と価値観・態度を身につけるために、建学の理念と精神の育成に関

わる自校教育科目及び人間形成に関わるキリスト教関連科目を置く。また大学での学びの基

礎を築き、幅広い知識を身につけ、物事を総合的に捉え的確に判断できる教養を養うために

大学教育導入科目と教養科目を置く。 

2.対象者の多様性を理解し、適切な社会福祉援助の実践ができるようになるため、関連諸学の

基礎知識や社会福祉の各専門分野の基礎的な知識・理論や技能を体系的に理解し修得するた

めに専門基礎科目を置く。 

3.対象者を全人的に理解し、適切な対人関係を築くことのできるコミュニケーション力と実践

力を養うためにキャリア教育科目及び専門基礎科目を置く。 

4.対象者を理解し、基礎的な社会福祉援助法の実践のため、各専門分野の基礎的な評価や援助

技術を修得するために専門科目を置く。 

5.設定された課題や自身の疑問に対し、専門分野や関連諸学の学識を統合し、課題を探求する

態度と知識、技術を身につけるために専門科目を置く。 

6.社会福祉、介護福祉の専門職者の役割と責任を自覚し、多職種との連携・協働が実践できる

態度と知識・技術を修得するために専門科目と専門職連携教育科目を置く。 

7.地域及び国際社会の課題に関心を深め、国際的にも活躍できる国際感覚及び語学力・表現力

を養うために語学や海外研修及び国際福祉実習の科目を置く。 

 

「教育方法」 

1.学生が主体的・能動的・協同的に学修に取り組むことができるように、学生同士が協力して

課題に向き合う機会を効果的に取り入れます。 

2.主体的・能動的・協同的な学修を促すような ICT なども活用した教材開発、教育方法の改

善に取り組みます。その際には、学生による授業評価、学生との授業に関する意見交換、教

員相互のチェック等を積極的に活用します。 

3.学生が主体的・能動的・協同的に学修に取り組む見通しをもつことができるように、シラバ
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スにおいて事前・事後学修の明示、授業計画の精細化を図るとともに、学部内のチェック等

によってその水準を担保し、その情報を積極的に公表します。 

 

「評価」 

1.上記で示した科目について所定の単位を修得したことをもって本学の教育目標を達成した

と判断し、学位を授与するものとします。 

2.各科目の学修成果については以下の基準で評価を行います。 

Ｓ（90～100点）到達目標を越えたレベルに達している。 

Ａ（80～89 点）到達目標をほぼ達成している。 

Ｂ（70～79 点）到達目標は達成していないが、理解度は高い。 

Ｃ（60～69 点）到達目標の達成には努力が必要だが、最低限のレベルには達している。 

Ｄ（59 点以下）最低限のレベルに到達していない。 

3.卒業認定・学位授与の方針に示した教育目標を達成するために、毎年度、学生自身が自己目

標を設定したうえで学修を進め、卒業認定・学位授与の方針達成度の自己評価を行い、学修

成果のアセスメントを行います。卒業認定・学位授与の方針で示した教育目標を達成するた

めに教育課程が妥当に編成されているかを毎年度検証し、必要に応じて改善していきます。 

 

リハビリテーション学部 

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を志す者として身につけるべき態度・知識・技能を身

につけるため、1）建学の精神に基づいた人間性の涵養をはかるための自校教育と、人間理

解を深めるための多様な教養科目を配置した教養基礎領域 2）医学的基礎知識と、理学療法

学・作業療法学・言語聴覚学の専門分野の基礎知識を体系的に修得する専門基礎領域 3）対

象者の疾患と病態、障害特性に応じた理学療法・作業療法・言語聴覚療法の実践に必要な検

査・評価と治療・指導・援助に関する基本的な知識と理論、技能を修得するための専門領域

―の 3 領域から編成します。具体的には以下のようにカリキュラムを編成・実施します。 

 

1.キリスト教精神による「生命の尊厳と隣人愛」を理解し、理学療法士・作業療法士・言語聴

覚士として豊かな教養に裏付けられた倫理観を身につけるため、建学の理念と精神の育成に

関わる自校教育科目及び人間形成に関わるキリスト教関連科目を置く（講義）。また大学で

の学びの基礎を築き、知識の幅を広げ、物事を総合的に捉え的確に判断できる教養を養うた

め、大学教育導入科目と教養教育科目を置く。 

2.疾患や病態、心身機能の障害特性を理解し、適切な理学療法・作業療法・言語聴覚療法が実

施できるようになるため、医学的基礎知識及び各専門分野の基礎的な知識・理論を体系的に

理解し、技能を修得する専門基礎科目を置く。 

3.対象者の価値観や立場を尊重した適切な対人関係を築くため、コミュニケーション力と実践

力及び自己分析能力を養うキャリア教育科目及び専門基礎科目を置く。 

4.設定された課題や自身の疑問に対し、自身の専門分野や関連諸学の学識を統合し課題を探求

する態度と研究方法論を身につけるため、専門科目、研究基礎科目及び各分野の発展的専門

科目を置く。 

5.対象者の疾患と病態、障害特性を適切に理解し、基礎的な理学療法・作業療法・言語聴覚療

法の基礎的な検査・評価と治療・指導・援助技能を修得するため、専門科目及び臨床教育科

目を置く。 

6.理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の役割と責任を自覚し、多職種との連携・協働が実践

できる態度と知識・技能を修得するため、専門科目と専門職連携教育科目を置く。 

7.地域及び国際社会の課題に関心を深め、国際感覚及び語学力・表現力を養うため語学や海外

研修及び実習の科目を置く。 

 

「教育方法」 

1.学生が主体的・能動的・協同的に学修に取り組むことができるように、学生同士が協力して

課題に向き合う機会を効果的に取り入れます。 

2.主体的・能動的・協同的な学修を促すような ICT なども活用した教材開発、教育方法の改

善に取り組みます。その際には、学生による授業評価、学生との授業に関する意見交換、教
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員相互のチェック等を積極的に活用します。 

3.学生が主体的・能動的・協同的に学修に取り組む見通しをもつことができるように、シラバ

スにおいて事前・事後学修の明示、授業計画の精細化を図るとともに、学部内のチェック等

によってその水準を担保し、その情報を積極的に公表します。 

 

「評価」 

1.上記で示した科目について所定の単位を修得したことをもって本学の教育目標を達成した

と判断し、学位を授与するものとします。 

2.各科目の学修成果については以下の基準で評価を行います。 

Ｓ（90～100点）到達目標を越えたレベルに達している。 

Ａ（80～89 点）到達目標をほぼ達成している。 

Ｂ（70～79 点）到達目標は達成していないが、理解度は高い。 

Ｃ（60～69 点）到達目標の達成には努力が必要だが、最低限のレベルには達している。 

Ｄ（59 点以下）最低限のレベルに到達していない。 

3.卒業認定・学位授与の方針に示した教育目標を達成するために、毎年度、学生自身が自己目

標を設定したうえで学修を進め、卒業認定・学位授与の方針達成度の自己評価を行い、学修

成果のアセスメントを行います。卒業認定・学位授与の方針で示した教育目標を達成するた

めに教育課程が妥当に編成されているかを毎年度検証し、必要に応じて改善していきます。 

 

国際教育学部 

教育・保育の専門職者を志すものとして身につけるべき態度・知識・技能を修得するために、

1）建学の精神に基づいた人間性の涵養をはかるための自校教育と人間理解を深めるための

多様な教養基礎科目を配置した教養基礎領域 2）教育や関連諸学の基礎知識を修得する専門

基礎科目 3）対象者の多様性を理解し、課題を探求し、実践するために必要な教育・保育及

び関連諸学の知識と理論、及び技能を修得するための専門科目から編成します。具体的には

以下のようにカリキュラムを編成･実施します。 

 

1.キリスト教精神に基づく「生命の尊厳と隣人愛」と豊かな教養に基づき、教育・保育の専門

職者として、あらゆる人々が持つ尊厳と権利を尊重して行動できるようになるために、建学

の理念と精神の育成に関わるキリスト教関連科目・自校教育科目と教養科目を置く。 

2.対象者の多様性を理解し、適切な教育・保育の指導・援助の実践ができるようになるため、

関連諸学の基礎知識や各専門分野の基礎的な知識・理論や技能を体系的に理解し修得するた

めの専門基礎科目、専門科目を置く。 

3.大学での学びの基礎を築き、様々な価値観や立場、意見を尊重した対人関係力と論理的表現

力を身につけるために、大学教育導入科目と専門科目を置く。 

4.設定された課題や自身の疑問に対し、自分の専門分野や関連諸学の学識を統合し、課題を探

求する態度と知識、技能を身につけるためにキャリア教育科目と専門科目を置く。 

5.各専門分野の基礎的な評価や指導・援助の技術を総合的に活用して、個々のこどもに合わせ

て援助・指導する実践力を身につけるために専門科目実習・演習・インターンシップ科目を

置く。 

6.教育・保育の専門職者の役割と責任を自覚し、多職種との連携・協働が実践できる態度と知

識・技能を修得するために専門科目と専門職連携教育科目を置く。 

7.地域及び国際社会の課題に関心を深め、国際的な視野、国際感覚を培うための語学、国際バ

カロレア関連科目、海外研修、国際ボランティア及び国際教育実習の科目を置く。 

 

「教育方法」 

1.学生が主体的・能動的・協同的に学修に取り組むことができるように、学生同士が協力して

課題に向き合う機会を効果的に取り入れます。 

2.主体的・能動的・協同的な学修を促すような ICT なども活用した教材開発、教育方法の改

善に取り組みます。その際には、学生による授業評価、学生との授業に関する意見交換、教

員相互のチェック等を積極的に活用します。 

3.学生が主体的・能動的・協同的に学修に取り組む見通しをもつことができるように、シラバ
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スにおいて事前・事後学修の明示、授業計画の精細化を図るとともに、学部内のチェック等

によってその水準を担保し、その情報を積極的に公表します。 

 

「評価」 

1.上記で示した科目について所定の単位を修得したことをもって本学の教育目標を達成した

と判断し、学位を授与するものとします。 

2.各科目の学修成果については以下の基準で評価を行います。 

Ｓ（90～100点）到達目標を越えたレベルに達している。 

Ａ（80～89 点）到達目標をほぼ達成している。 

Ｂ（70～79 点）到達目標は達成していないが、理解度は高い。 

Ｃ（60～69 点）到達目標の達成には努力が必要だが、最低限のレベルには達している。 

Ｄ（59 点以下）最低限のレベルに到達していない。 

3.卒業認定・学位授与の方針に示した教育目標を達成するために、毎年度、学生自身が自己目

標を設定したうえで学修を進め、卒業認定・学位授与の方針達成度の自己評価を行い、学修

成果のアセスメントを行います。卒業認定・学位授与の方針で示した教育目標を達成するた

めに教育課程が妥当に編成されているかを毎年度検証し、必要に応じて改善していきます。 

 

看護学研究科博士前期課程 

教育理念・目的及び卒業認定・学位授与の方針、並びに教育目標を達成するため、次のように

教育課程を編成し実施します。 

 

「教育課程の編成方針」 

1．建学の精神に基づいた高い倫理観と関連諸学の幅広い知識を修得するための科目を置く（共

通科目）。 

2．各専門分野の基盤となる主要な概念と理論及び研究方法等について体系的に修得するため

の科目を置く（基盤科目）。 

3．各専門分野の最新の研究動向と知見を修得した上で、研究課題に取り組み、質の高い研究

論文を完成させるための科目を置く（専門科目）。 

4．高度実践看護コースにおいては、高度看護実践に必要な高い専門知識と高度看護実践能力

を修得するための資格認定に必要な科目を置く（基盤科目・専門科目）。 

 

「教育方法」 

1．知識を活かし、課題解決に主体的に取り組むことが出来る高い実践力を持つ高度専門職業

人を育成するため、演習形式の特論演習科目、実習形式の特論実習科目を配置するとともに

講義形式の特論科目においても少人数、双方向型の実践的な授業を実施します。 

2．社会人学生のために、平日夜間や土曜日の授業開講や遠隔授業を導入します。 

3．広い視野を身につけられるよう講義・演習を十分に行い、研究指導に入ります。 

 

「評価」 

1．編成方針によって編成された科目について、所定の単位を修得し、必要な研究指導を受け

た上、修士論文を提出し、その審査および最終試験に合格したことをもって、本学の教育目

標を達成したと判断し、学位を授与するものとします。 

2．各科目の学修成果については以下の基準で評価を行います。 

Ａ（80～100 点）到達目標を十分に達成している。 

Ｂ（70～79 点）到達目標は達成していないが、理解度は高い。 

Ｃ（60～69 点）到達目標の達成には努力が必要だが、最低限のレベルには達し 

ている。 

Ｄ（59 点以下）最低限のレベルに到達していない。 

3．学修成果は各科目の修得状況、修士論文及び最終試験により総合的に評価します。 
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リハビリテーション科学研究科博士前期課程 

教育理念・目的及び卒業認定・学位授与の方針、並びに教育目標を達成するため、次のよう

に教育課程を編成し実施します。 

 

「教育課程の編成方針」 

1．建学の精神に基づいた高い倫理観と関連諸学の幅広い知識を修得するための科目を置く（共

通科目）。 

2．各専門分野の基盤となる主要な概念と理論、専門的臨床技能及び研究方法等について体系

的に修得するための科目を置く（基盤科目）。 

3．各専門分野の最新の研究動向と知見を修得した上で、研究課題に取り組み、質の高い研究

論文を完成させるための科目を置く（専門科目）。 

 

「教育方法」 

1．知識を活かし、課題解決に主体的に取り組むことが出来る高い実践力を持つ高度専門職業

人を育成するため、演習形式の特論演習科目、実習形式の特論実習科目を配置するとともに

講義形式の特論科目においても少人数、双方向型の実践的な授業を実施します。 

2．社会人学生のために、平日夜間や土曜日の授業開講や遠隔授業を導入します。 

3．広い視野を身につけられるよう講義・演習を十分に行い、研究指導に入ります。 

 

「評価」 

1．編成方針によって編成された科目について、所定の単位を修得し、必要な研究指導を受け

た上、修士論文を提出し、その審査および最終試験に合格したことをもって、本学の教育目

標を達成したと判断し、学位を授与するものとします。 

2．各科目の学修成果については以下の基準で評価を行います。 

Ａ（80～100 点）到達目標を十分に達成している。 

Ｂ（70～79 点）到達目標は達成していないが、理解度は高い。 

Ｃ（60～69 点）到達目標の達成には努力が必要だが、最低限のレベルには達し 

ている。 

Ｄ（59 点以下）最低限のレベルに到達していない。 

3．学修成果は各科目の修得状況、修士論文及び最終試験により総合的に評価します。 

 

社会福祉学研究科博士前期課程 

教育理念・目的及び卒業認定・学位授与の方針、並びに教育目標を達成するため、 

次のように教育課程を編成し実施します。 

 

「教育課程の編成方針」 

1．建学の精神に基づいた高い倫理観と社会福祉学に求められる関連諸科学の幅広い知識を修

得するための科目を置く（共通科目）。 

2．社会福祉原理・援助領域に必要な各専門分野の基盤となる主要な概念と理論及び研究方法

等について体系的に修得するための科目を置く（基盤科目）。 

3．各専門分野の最新の研究動向と知見を修得した上で、研究課題に取り組み、質の高い研究

論文を完成させるための科目を置く（専門科目）。 

 

「教育方法」 

1．知識を活かし、課題解決に主体的に取り組むことが出来る高い実践力を持つ高度専門職業

人を育成するため、演習形式の特論演習科目、実習形式の特論実習科目を配置するとともに

講義形式の特論科目においても少人数、双方向型の実践的な授業を実施します。 

2．社会人学生のために、平日夜間や土曜日の授業開講や遠隔授業を導入します。 

3．広い視野を身につけられるよう講義・演習を十分に行い、研究指導に入ります。 

 

「評価」 

1．編成方針によって編成された科目について、所定の単位を修得し、必要な研究指導を受け
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た上、修士論文を提出し、その審査および最終試験に合格したことをもって、本学の教育目

標を達成したと判断し、学位を授与するものとします。 

2．各科目の学修成果については以下の基準で評価を行います。 

Ａ（80～100 点）到達目標を十分に達成している。 

Ｂ（70～79 点）到達目標は達成していないが、理解度は高い。 

Ｃ（60～69 点）到達目標の達成には努力が必要だが、最低限のレベルには達し 

ている。 

Ｄ（59 点以下）最低限のレベルに到達していない。 

３．学修成果は各科目の修得状況、修士論文及び最終試験により総合的に評価します。 

 

看護学研究科博士後期課程 

教育理念・目的及び学位授与の方針、並びに教育目標を達成するため、次のように 

教育課程を編成し実施します。 

 

「教育課程の編成方針」 

1．多職種と連携する資質を磨き、実務者として高度な知識と指導力を身につけるための科目

を置く（共通科目）。 

2．専門性を深化させ独創的な研究を行い、質の高い研究を完成させることを通して新たな知

を創造するための科目を置く（専門科目）。 

 

「教育方法」 

1．自立した研究活動を行う高い専門性と多職種連携・協働において指導力を発揮できるよう

講義形式の特講科目だけでなく、演習形式の特講演習科目を実施します。 

2．社会人学生のため、平日夜間や土曜日の授業開講や遠隔授業を積極的に行います。 

3．独創的な研究活動を行えるよう、研究指導を中心に実践に必要な知識等の修得と研究指導

を往還して行います。 

 

「評価」 

1．編成方針によって編成された科目について、所定の単位を修得し、必要な研究指導を受け

た上、博士論文を提出し、その審査および最終試験に合格したことをもって、本学の教育目

標を達成したと判断し、学位を授与するものとします。 

2．各科目の学修成果については以下の基準で評価を行います。 

Ａ（80～100 点）到達目標を十分に達成している。 

Ｂ（70～79 点）到達目標は達成していないが、理解度は高い。 

Ｃ（60～69 点）到達目標の達成には努力が必要だが、最低限のレベルには達し 

ている。 

Ｄ（59 点以下）最低限のレベルに到達していない。 

3．学修成果は各科目の修得状況、博士論文及び最終試験により総合的に評価します。 

 

リハビリテーション科学研究科博士後期課程 

教育理念・目的及び学位授与の方針、並びに教育目標を達成するため、次のように 

教育課程を編成し実施します。 

 

「教育課程の編成方針」 

1．多職種と連携する資質を磨き、倫理観、学識、幅広い知識、人間性及び指導力を身につけ

るための科目を置く（共通科目）。 

2．専門性を深化させ独創的研究を行い、質の高い研究を完成させることを通して新たな知を

創造するための科目を置く（専門科目）。 

 

「教育方法」 

1．自立した研究活動を行う高い専門性と多職種連携・協働において指導力を発揮できるよう

講義形式の特講科目だけでなく、演習形式の特講演習科目を実施します。 
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2．社会人学生のため、平日夜間や土曜日の授業開講や遠隔授業を積極的に行います。 

3．独創的な研究活動を行えるよう、研究指導を中心に実践に必要な知識等の修得と研究指導

を往還して行います。 

 

「評価」 

1．編成方針によって編成された科目について、所定の単位を修得し、必要な研究指導を受け

た上、博士論文を提出し、その審査および最終試験に合格したことをもって、本学の教育目

標を達成したと判断し、学位を授与するものとします。 

2．各科目の学修成果については以下の基準で評価を行います。 

Ａ（80～100 点）到達目標を十分に達成している。 

Ｂ（70～79 点）到達目標は達成していないが、理解度は高い。 

Ｃ（60～69 点）到達目標の達成には努力が必要だが、最低限のレベルには達し 

ている。 

Ｄ（59 点以下）最低限のレベルに到達していない。 

3．学修成果は各科目の修得状況、博士論文及び最終試験により総合的に評価します。 

 

社会福祉学研究科博士後期課程 

教育理念・目的及び学位授与の方針、並びに教育目標を達成するため、次のように 

教育課程を編成し実施します。 

 

「教育課程の編成方針」 

1．社会福祉の高度専門職として、多職種連携ができる資質を磨き、高度な知識と指導力を身

に付けるための科目を置く（共通科目）。 

2．社会福祉学の自立した研究者として、専門性を進化させ独創的研究を行い、質の高い研究

を完成させることを通して新たな知を創造するための科目を置く（専門科目）。 

 

「教育方法」 

1．自立した研究活動を行う高い専門性と多職種連携・協働において指導力を発揮できるよう

講義形式の特講科目だけでなく、演習形式の特講演習科目を実施します。 

2．社会人学生のため、平日夜間や土曜日の授業開講や遠隔授業を積極的に行います。 

3．独創的な研究活動を行えるよう、研究指導を中心に実践に必要な知識等の修得と研究指導

を往還して行います。 

 

「評価」 

1．編成方針によって編成された科目について、所定の単位を修得し、必要な研究指導を受け

た上、博士論文を提出し、その審査および最終試験に合格したことをもって、本学の教育目

標を達成したと判断し、学位を授与するものとします。 

2．各科目の学修成果については以下の基準で評価を行います。 

Ａ（80～100 点）到達目標を十分に達成している。 

Ｂ（70～79 点）到達目標は達成していないが、理解度は高い。 

Ｃ（60～69 点）到達目標の達成には努力が必要だが、最低限のレベルには達し 

ている。 

Ｄ（59 点以下）最低限のレベルに到達していない。 

3．学修成果は各科目の修得状況、博士論文及び最終試験により総合的に評価します 

 

 

□5-3. シラバス 

 

    >>>シラバスはこちらで公開しています。 

https://www.seirei.ac.jp/for-students/learning/syllabus/ 
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□5-4. 学則     

 

聖隷クリストファー大学学則 

https://www.seirei.ac.jp/media/250401gakusoku_daigaku.pdf 

 

聖隷クリストファー大学助産学専攻科規則  

https://www.seirei.ac.jp/media/2204senkoukakisoku.pdf 

 

聖隷クリストファー大学大学院学則 

https://www.seirei.ac.jp/media/2504daigakuingakusoku.pdf 

 

 

□5-5. 学年暦   

 

    >>>学年暦 はこちらで公開しています。 

https://www.seirei.ac.jp/for-students/learning/grade-calendar/ 
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６．学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること 

 

□6-1. 卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

看護学部 

卒業においては、以下に掲げることに到達することを目標とし、卒業に必要な所定の単位数

を修得した者に対し卒業を認定し、学位を授与します。 

1.建学の精神である「生命の尊厳と隣人愛」に基づいた高邁な精神と豊かな教養に裏付けられ

た倫理観を身につけている。 

2.看護の基盤及び看護専門分野の基本的な知識・理論や技能を体系的に修得している。 

3.様々な価値観や立場、意見を尊重した対人関係能力と論理的表現力を身につけている。 

4.看護専門分野や諸学の学識を用いて課題を探求し、多面的に考察することができる。 

5.専門分野の知識・理論や技能を総合的に活用し、対象の特性を踏まえた看護の実践力を身に

つけている。 

6.看護専門職としての専門性とその責務を自覚し、多職種と連携・協働することができる。 

7.地域及び国際社会のニーズを捉え、看護専門職として自己研鑽することができる。 

 

なお、養護教諭の教職課程のディプロマ・ポリシーについては、上記に加えて下記の通りと

します。 

(1)教育に関する基礎的な教養・技能を身につけている。 

(2)養護教諭として必要な専門的知識・技能を身につけている。 

(3)上記(1)と(2)を活用して児童生徒の健康問題に対応できる実践力を身につけている。 

 

社会福祉学部 

卒業においては、以下に掲げることに到達することを目標とし、卒業に必要な所定の単位数

を修得した者に対し卒業を認定し、学位を授与します。 

1.建学の精神である「生命の尊厳と隣人愛」に基づいた高邁な精神と豊かな教養に裏付けられ

た倫理観を身につけている。 

2.社会福祉専門職に求められる専門分野の基本的な知識・理論を体系的に修得している。 

3.様々な価値観を持つ人々を理解・受容できる対人関係力と論理的表現力を身につけている。 

4.自らの専門分野や関連諸学の学識を用いて、生活問題、社会問題を認識し、課題を探求・設

定し、多面的に考察することができる。 

5.社会福祉分野の知識・技能を総合的に活用し、対象・課題に応じた支援を提供する実践力を

身につけている。 

6.社会福祉専門職としての責務と役割を自覚し、住民や多様な専門職と連携・協働することが

できる。 

7.社会福祉に関する地域社会及び国際社会のニーズを捉え、社会福祉専門職として貢献し、自

己研鑽することができる。 

 

リハビリテーション学部 

卒業においては、以下に掲げることに到達することを目標とし、卒業に必要な所定の単位数

を修得した者に対し卒業を認定し、学位を授与します。 

1.建学の精神である「生命の尊厳と隣人愛」に基づいた高邁な精神と豊かな教養に裏付けられ

た倫理観を身につけている。 

2.リハビリテーション専門分野の基本的な知識・理論・技能を体系的に修得している。 

3.リハビリテーション専門職者に求められる様々な価値観や立場、意見を尊重した対人関係力

と論理的表現力を身につけている。 

4.専門分野や関連諸学の学識を用いて、リハビリテーション上の課題を探求・設定し、多面的

に考察することができる。 

5.専門分野の知識・理論や技能を総合的に活用し、リハビリテーション上の課題を解決する実

践力を身につけている。 

6.リハビリテーション領域において自らの専門性と責務を自覚し、多職種と連携・協働するこ

とができる。 
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7.地域及び国際社会のニーズを捉え、リハビリテーション専門職として自己研鑽することがで

きる。 

 

国際教育学部 

卒業においては、以下に掲げることに到達することを目標とし、卒業に必要な所定の単位数

を修得した者に対し卒業を認定し、学位を授与します。 

1.建学の精神である「生命の尊厳と隣人愛」と豊かな教養に基づき、教育・保育の専門職者と

して、あらゆる人々が持つ尊厳と権利を尊重して行動する。 

2.教育・保育の専門職者に求められる専門分野の基本的な知識・理論や技能を体系的に修得し

ている。 

3.様々な価値観や立場、意見を尊重した対人関係力と論理的表現力を身につけている。 

4.設定した課題について自らの専門分野や関連諸学の学識を用いて広い視野で議論し、考察す

ることができる。 

5.専門分野の知識・理論や技能等を総合的に活用して、個々のこどもに合わせて援助・指導す

る実践力を備えている。 

6.教育・保育の領域において自らの専門性を自覚し、多職種と連携・協働することができる。 

7.教育・保育に関する地域社会・国際社会のニーズを捉え、専門職者として使命感を持ちなが

ら貢献し、自己研鑽することができる。 

 

看護学研究科博士前期課程 

修了においては、以下に掲げることに到達することを目標とし、修了に必要な所定の単位数

を修得し、かつ必要な研究指導を受けた上、修士論文を提出して、その審査及び最終試験に

合格した者に対し修了を認定し、学位を授与します。 

1.「生命の尊厳と隣人愛」の精神を基盤とする倫理観を身につけ、看護学分野の質の高い実践、

教育・研究に反映することができる。 

2.エビデンスに基づいた実践や研究を行うために、看護学分野及び関連諸科学における主要な

理論・概念を深め、問題解決を図ることができる。 

3.看護学分野及び関連諸科学の幅広い視野をもち、俯瞰的なものの見方と専門的応用力を発揮

して、専門性の高い活動を実践することができる。 

4.看護学分野の専攻領域における研究課題に取り組み、独創的な研究テーマを設定して研究計

画を立案することができる。 

5.研究計画に沿ってデータ収集を行い、結果のまとめ・データ分析・考察を適切に行い、基礎

的研究を実施することができる。 

6.他の専門職者や研究者との連携・協働を通し、人々の健康、福祉、安寧に貢献することがで

きる。 

7.学術的かつ国際的な視野をもち、海外の専門家や学生と交流ができる。 

 

リハビリテーション科学研究科博士前期課程 

修了においては、以下に掲げることに到達することを目標とし、修了に必要な所定の単位数

を修得し、かつ必要な研究指導を受けた上、修士論文を提出して、その審査及び最終試験に

合格した者に対し修了を認定し、学位を授与します。 

1.「生命の尊厳と隣人愛」の精神を基盤とする倫理観を身に付け、リハビリテーション科学の

研究・実践及び自らの活動に反映することができる。 

2.リハビリテーション科学について最新の専門知識・技能を習得し、問題解決に向け科学的で

論理的な活動が企画できる。 

3.幅広い知識と視野を持ち、専門応用力を通じて、現在の学術及び臨床課題を抽出し解決する

方法を提案できる。 

4.リハビリテーション科学に関する研究課題を自ら探索し、先行研究の調査と詳読を経て、研

究テーマを設定し、研究計画を立案することができる。 

5.研究計画に沿ってデータ収集を行い、結果のまとめ・分析・考察を行い、論文としてまとめ

発表することができる。 

6.他の専門職者や研究者との連携・協働を通してコミュニケーションを図り、人々の健康、福
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祉、教育の課題解決に取りくむことができる。 

7.学際かつ国際的な視野をもち、海外の専門家や学生と交流ができる。 

 

社会福祉学研究科博士前期課程 

修了においては、以下に掲げることに到達することを目標とし、修了に必要な所定の単位数

を修得し、かつ必要な研究指導を受けた上、修士論文を提出して、その審査及び最終試験に

合格した者に対し修了を認定し、学位を授与します。 

1.「生命の尊厳と隣人愛」の精神を基盤とする福祉の思想、倫理観を身に付け、実践・研究・

教育に反映することができる。 

2.社会福祉分野における専門知識を習得し、福祉の人間学についての探究心を深め、論理的か

つ科学的な思考力を身に付けることができる。 

3.自らの研究分野以外の幅広い視野を持ち、専門応用力を身につけ、専門性の高い活動を実践

することができる。 

4.先行研究をレビューした上で、自らの研究課題を発見し、その仮説を構築し、研究計画を立

案することができる。 

5.研究計画に沿って仮説を実証するための研究方法を身につけ、データ収集、データ分析・考

察を適切に行い、論文としてまとめ発表することができる。 

6.高度専門職連携をすすめ、その連携・協働を通して、人々の健康・福祉・安寧に貢献できる。 

7.学術的かつ国際的な視野をもち、海外の専門家や学生と交流ができる。 

 

看護学研究科博士後期課程 

修了においては、以下に掲げることに到達することを目標とし、修了に必要な所定の単位数

を修得し、かつ必要な研究指導を受けた上、博士論文を提出して、その審査及び最終試験に

合格した者に対し修了を認定し、学位を授与します。 

1.「生命の尊厳と隣人愛」の精神を基盤とする倫理観を身につけ、看護学分野の質の高い実践、

教育・研究に反映し自らの行動に反映することができる。 

2.エビデンスに基づいた実践や研究を行うために、看護学分野及び関連諸科学における主要な

理論・概念を深め、高度な専門知識・能力を習得し問題解決を図ることができる。 

3.看護学分野及び関連諸科学の幅広い視野をもち、俯瞰的なものの見方と専門的応用力を発揮

して、新たな知を創造することができる。 

4.看護学分野の専攻領域の研究課題を自ら発見し、先行研究のレビューを行い、独創的な研究

テーマを設定して、研究計画を立案することができる。 

5.研究計画に沿ってデータ収集を行い、結果のまとめ・データ分析・考察を適切に行い、論文

としてまとめ発表することができる。 

6.他の専門職者や研究者との連携・協働を通してリーダーシップを発揮し、人々の健康、福祉、

安寧に貢献することができる。 

7.学術的かつ国際的な視野をもち、グローバルな活躍をめざし、海外の専門家や学生と交流が

できる。 

 

リハビリテーション科学研究科博士後期課程 

修了においては、以下に掲げることに到達することを目標とし、修了に必要な所定の単位数

を修得し、かつ必要な研究指導を受けた上、博士論文を提出して、その審査及び最終試験に

合格した者に対し修了を認定し、学位を授与します。 

1.「生命の尊厳と隣人愛」の精神を基盤とする倫理観を身に付け、リハビリテーション科学の

研究・実践及び自らの行動に反映することができる。 

2.リハビリテーション科学及び近接領域について高度な専門知識・技能を習得し、探求心と論

理的思考力によって自ら問題解決を図ることができる。 

3.幅広い視野と教養を持ち、俯瞰的なものの見方と専門応用力を通じて、新たな知を創造する

方法を提案できる。 

4.リハビリテーション科学に関する研究課題を自ら発見し、先行研究の調査と詳読を経て、独

創的な研究テーマを設定して、研究計画を立案することができる。 

5.研究計画に沿って実施し、自立した研究者・専門職者として論文としてまとめ発表すること
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ができる。 

6.他の専門職者や研究者との連携・協働を通してリーダーシップを発揮し、人々の健康、福祉、

安寧及び学問の発展に貢献することができる。 

7.学術的かつ国際的な視野をもち、グローバルリーダーとして国内外の専門家や学生と交流が

できる。 

 

社会福祉学研究科博士後期課程 

修了においては、以下に掲げることに到達することを目標とし、修了に必要な所定の単位数

を修得し、かつ必要な研究指導を受けた上、博士論文を提出して、その審査及び最終試験に

合格した者に対し修了を認定し、学位を授与します。 

1.「生命の尊厳と隣人愛」の精神を基盤とする福祉の思想、高い倫理観を身に付け、実践・研

究・教育に反映することができる。 

2.社会福祉学分野における高度な専門知識を習得し、福祉の人間学について探究心と論理的か

つ科学的な思考力を身に付けることができる。 

3.自らの研究分野以外の幅広い領域を俯瞰的に把握し、専門応用力を駆使して、生活問題を切

り拓く、新たな知を創ることができる。 

4.自立した研究者として、独創的な研究テーマを設定し、その仮説を構築し、研究計画を立案

することができる。 

5.自らの研究を発展させ、研究計画に沿って仮説を実証するための研究方法を身につけ、デー

タ収集、データ分析・考察を適切に行い、論文としてまとめ発表することができる。 

6.高度専門職連携をすすめ、その連携・協働を通してリーダーシップを発揮し、人々の健康・

福祉・安寧に貢献できる。 

7.学術的かつ国際的な視野をもち、グローバルな活躍をめざし、海外の専門家や学生と学術的

な研究交流ができる。 

 

 

□6-2. 学修成果に係る評価 

 

１）単位の認定について 

授業科目の単位は、履修登録をした上で授業に出席し、シラバスに示してある「評価方法」に

基づく成績評価の結果により、科目責任者によって認定されます。 

入学前の既修得単位の認定、他の大学等における授業科目の履修等及び大学以外の教育施設等

における学修の単位認定を行うことがあります。 

 

２）成績の評価 

成績評価は S、A、B、C、D の 5段階で行い、D評価は不合格とします。 

定期試験と追試験の評価基準は、100点満点の場合、S：90点以上、A：80点以上、B：70～79

点、C：60～69 点、D：60 点未満です。シラバスに記載された到達目標をどの程度修得できてい

るかを以下の基準で判断して評価します。再試験の評価基準は、C：60 点以上、または D:59 点

以下のみで、S、A、Bの評価はありません。 

Ｓ 100～90点 到達目標を超えたレベルに達している 

Ａ 89～80点 到達目標をほぼ達成している 

Ｂ 79～70点 到達目標は達成していないが、理解度は高い 

Ｃ 69～60点 
到達目標の達成には努力が必要だが、最低限のレベル

には達している 

Ｄ 59 点以下 最低限のレベルに到達していない 

一度修得した科目の評価は取り消すことができません。 

D評価となった科目の単位を取得するためにはその科目を再履修しなければなりません。再履

修とは、取得することができなかった単位を取得する必要がある場合に、次セメスター以降に改

めて履修登録を行い、履修することをいいます。 
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３）GPA制度について 

本学では、GPA（Grade Point Average）制度を導入しています。GPA制度は、学習の質を評価

する成績評価として諸外国でも用いられており、合格した科目だけでなく、不合格や履修放棄の

科目も成績算出対象となるのが大きな特徴です。従って学生のみなさんは自分の履修（登録）に

対して、より真剣に取り組むことが求められます。 

GPA制度の導入により、学生のみなさんが自分の目標に向かい科目履修を行なう中で、自分自

身の成長をしっかり把握し、学習意欲の向上へと結びつくことを期待しています。 

 

① GPA の算出方法 

GPA＝Σ（GP×その科目の単位数）／総履修登録単位数（不合格科目含む） 

  GP＝（TS－55）／10   TS：科目の点数 

   

・点数が 60点未満になった科目は GP=0 

   ・再試験で合格となった科目は GP=0.5 

 

② GPAと成績の関係は以下の通りです。 

 

成績評価 GPA 

Ｓ（90～100点） 3.5～4.5 

Ａ（80～89点） 2.5～3.4 

Ｂ（70～79点） 1.5～2.4 

Ｃ（60～69点） 0.5～1.4 

Ｄ（0～59点） 0 

 

 

□6-3. 修業年限及び卒業に必要な修得単位数 

 

１）看護学部、社会福祉学部、リハビリテーション学部 

・修業年限 

 大学学則第 6条により、修業年限は 4年としています。 

・卒業に必要な修得単位数 

 大学学則第 39条により、以下のとおりです。 

学部 学科 卒業に必要な単位数 

看護学部 看護学科 124単位（必修 109単位） 

社会福祉学部 社会福祉学科 125単位（必修 29単位） 

リハビリテーション学部 理学療法学科 125単位（必修 108単位） 

作業療法学科 125単位（必修 106単位） 

言語聴覚学科 125単位（必修 107単位） 

国際教育学部 こども教育学科 124単位（必修 25単位） 

 

２）助産学専攻科 

・修業年限 

 助産学専攻科規則第 4条により、修業年限は 1年としています。 

・修了に必要な修得単位数 

 助産学専攻科規則第 9条により、修了に必要な単位数は 32単位としています。 

 

３）大学院 

・修業年限 
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 大学院学則第 6条により、以下のとおりとなっています。 

本大学院の博士前期課程の標準修業年限は 2年としています。ただし、長期在学コースの修業

年限は 3 年としています。 

本大学院の博士後期課程の標準修業年限は 3年としています。ただし、長期在学コースの修業

年限は 4 年としています。 

 

・修了に必要な修得単位数 

 大学院学則第 33条により、博士前期課程の修了に必要な修得単位数は次のとおりです。 

授業科目について看護学研究科の修士論文コースにおいては 32単位以上、看護学研究科の高度

実践看護コースにおいては 38単位以上、リハビリテーション科学研究科および社会福祉学研究科

においては 30単位以上を修得し、かつ必要な研究指導を受けた上、修士論文を提出して、その審

査および最終試験に合格した者をもって修了と認定しています。 

 大学院学則第 34条により、博士後期課程の修了に必要な修得単位数は次のとおりです。 

 授業科目について 14単位以上を修得し、かつ必要な研究指導を受けた上、博士論文を提出して、

その審査および最終試験に合格した者をもって修了と認定しています。 

 必修・選択別の必要修得単位数は、5-4.大学院学則第 23 条 別表 1 の教育課程表をご参照くだ

さい。 

 

 

□6-4. 取得可能な学位 

 

大学で取得可能な学位は大学学則第 40条により以下のとおりです。 

学部 学科 学位 

看護学部 看護学科 学士（看護学） 

社会福祉学部 社会福祉学科 学士（社会福祉学） 

リハビリテーション学部 理学療法学科 

学士（リハビリテーション学）  

 

作業療法学科 

言語聴覚学科 

国際教育学部 こども教育学科 学士（教育学） 

 

 大学院で取得可能な学位は大学院学則第 35条により以下のとおりです。 

研究科 課程 学位 

看護学研究科 
博士前期課程 修士（看護学） 

博士後期課程 博士（看護学） 

リハビリテーション科学 

研究科 

博士前期課程 修士（リハビリテーション科学） 

博士後期課程 博士（リハビリテーション科学） 

社会福祉学研究科 
博士前期課程 修士（社会福祉学） 

博士後期課程 博士（社会福祉学） 

 

 

□6-5. 卒業時に取得できる資格 

 

本学の特徴は、卒業後、保健医療福祉の専門職として活躍することができる登録資格や免許状

または国家試験受験資格を卒業時に取得できることです。資格には、卒業要件を満たすことで取

得が可能な資格と、資格取得のために履修登録を行って計画的に履修を行わなければならないも

のがあります。取得可能な資格は、学部により以下のとおりです。 

（大学学則 第 41条、助産学専攻科規則 第 12条） 

学 部 学 科 資  格 

看護学部 看護学科 

看護師国家試験受験資格 

保健師国家試験受験資格 

養護教諭 1種免許状 
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社会福祉学部 社会福祉学科 

社会福祉士国家試験受験資格 

精神保健福祉士国家試験受験資格 

介護福祉士国家試験受験資格 

社会福祉主事任用資格 

児童指導員任用資格 

リハビリテーション 

学部 

理学療法学科 理学療法士国家試験受験資格 

作業療法学科 作業療法士国家試験受験資格 

言語聴覚学科 言語聴覚士国家試験受験資格 

国際教育学部 こども教育学科 

幼稚園教諭 1種免許状 

小学校教諭 1種免許状 

保育士登録資格 

社会福祉主事任用資格 

児童指導員任用資格 

助産学専攻科  
助産師国家試験受験資格 

受胎調節実地指導員 

 

 

□6-6. 国家試験の合格状況（2024年度 新卒者） 

 

学部等 国家試験の名称 受験者数（人） 合格者数（人） 

看護学部 
看護師国家試験 155 152 

保健師国家試験 73 70 

社会福祉学部 

社会福祉士国家試験 46 38 

精神保健福祉士国家試験 13 13 

介護福祉士国家試験 8 8 

リハビリテーション

学部 

理学療法士国家試験 46 46 

作業療法士国家試験 27 26 

言語聴覚士国家試験 25 22 

助産学専攻科 助産師国家試験 17 17 

 

 

□6-7. 授業評価の実施状況と評価結果 

 

 本学では、全学 FD委員会の取り組みとして学生による授業評価を行ない、その実施状況と評価結

果を公開しています。 

 

>>>詳しくは 聖隷クリストファー大学 学生による授業評価 のページをご覧ください。 

https://www.seirei.ac.jp/about/disclosure/kyouikukaizen/ 

 

 

□6-8. 学位論文に係る評価に当たっての基準 

 

 修士論文審査基準   https://www.seirei.ac.jp/media/2025daigakuinrisyuyoukou.pdf#page=85 

 課題研究論文審査基準 https://www.seirei.ac.jp/media/2025daigakuinrisyuyoukou.pdf#page=86 

 博士論文審査基準   https://www.seirei.ac.jp/media/2025daigakuinrisyuyoukou.pdf#page=99 
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７．（学習環境に関する情報） 

校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること 

 

□7-1. 所在地 

  

  〒433-8558 

  静岡県浜松市中央区三方原町 3453 

 

 

 

 

 

 

 

□7-2. 主な交通手段 

 

＜バスでお越しの方＞ 

ＪＲ浜松駅北口バスターミナル、 

遠州鉄道バス 15番ポール「聖隷三方原病院経由気賀・三ヶ日行」に乗車。 

「聖隷三方原病院」下車（所要時間約 45分）、徒歩約 3分。 

 

＜車でお越しの方＞ 

東名高速「浜松西Ｉ.Ｃ」より浜松環状線を東へ約 3km。「葵町」交差点を左折し、北へ約 2km。 

「大谷バス停」交差点を右折し、東へ約 1km。「遠州栄光教会」交差点右折後すぐ。 

所要時間約 10分。 

 

□7-3. キャンパスマップ・施設 

 

充実した快適なキャンパスで始まる、新しい出会いと発見 

 キャンパスの木々の緑は目にも優しく、赤れんがとベージュの校舎にはアーチの窓や回廊が施

されて明るく開放的。清潔感のある空間があふれています。学内には、240席の大教室や小グル

ープでの活動が円滑に行われるように工夫された演習室、高度な技術を学ぶためのさまざまな実

習設備、仲間とディスカッションしながら課題に取り組み、学びを深め合えるラーニングコモン

ズやグループ学習室を備えた図書館、体育館など、利用しやすくて満足できる学修環境が整って

います。またランチタイムやミーティングのための学生ホールは、憩いの場としても活用できる

ように整えられています。学生サービスセンターや健康管理センターでは、安心して学べるよう、

日常生活も含めてサポートします。 
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◇校舎案内図 

 
◇施設紹介 

＜１号館＞ 
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＜２号館＞ 
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＜３号館＞ 
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＜４号館＞ 

 
 

 

＜５号館＞ 
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□7-4. 課外活動の概要 

  

１）サークル・同好会紹介（2025年 3月現在） 

NO. 団体名 活動内容 
ﾒﾝﾊﾞｰ

数(人) 

1 おりーぶの輪 手芸を通し、ボランティア活動を行う 14 

2 剣道サークル 剣道の大会での入賞を目指す 13 

3 Tiam ダンスをすることの楽しさ、創作することの楽しさを知る 12 

4 
テ ニ ス サ ー ク ル ：

GOAT 
テニスを通して運動能力の向上を目指す 6 

5 カードゲームサークル 他学部、他学年とのコミュニケーションを図る 10 

6 聖隷授業研究会 より良い授業実践ができるよう授業力向上を目指す 5 

7 ハッピーセット レクリエーションを通して交友関係を広げる 29 

8 演劇サークル劇団泥舟 演劇を通して社会問題を知ってもらい、楽しむ 13 

9 こねくと NPO 法人地域生活応援団あくしすの手伝い（障がい児） 11 

10 マナの会 
ホスピスでのボランティア活動を通じて、患者さんやスタッ

フの方たちとの交流を学ぶ 
8 

11 献血推進サークル 献血の推進 25 

12 くっぴぃー ボランティア活動・SDGs に基づいた取り組み 35 

13 アスリハ塾 
アスレチックリハビリテーションの概要を学び、技術を身に

つけ、地域連携を行う 
23 

14 2 ぴぃす ボランティアを通し、精神保健福祉についての理解を深める 19 

15 ハンドベルリンガーズ たくさの方にハンドベルの演奏を楽しんでいただく 16 

16 軽音楽サークル 学内外のイベントでの演奏 27 

17 ブラスバンドサークル 
学校行事での演奏に向けた練習を行うとともに、技術の向上

を図り、練習や演奏を通して協調性を身につける 
11 

18 茶道部 茶道稽古を通してお点前・お客の作法を学ぶ 9 

19 郷土料理研究会 郷土料理を通じて地域や文化を知る 38 

20 Merry puppy 学内外イベントでのダンス 15 

21 バスケットボール 健全な身体と精神を鍛える 42 

22 フットサルサークル フットサルを通して他学科、他学年との交流を深める 47 

23 ゆりかもめ バレーボールで身体を動かすこと、交流を深めること 19 

24 PANPA 
バドミントンを主に軽い運動を行い、他学部、他学年との交

流を深め、学校生活をより良いものとする 
25 

25 硬式野球部 野球の技術の向上 13 

26 よさこい鰻陀羅 よさこいを通して、他大学と交流する、踊ること楽しむ 5 

27 パラだに 
パラリンピック競技の実践を通して、体験的に学びながら、

専門職者としての当事者理解を深める 
18 

28 Su・miling バレーボールを通してコミュニケーション力を向上させる 41 

29 Palpation 理学療法の治療技術の向上を図る 22 

>>>詳しい紹介は サークル・同好会 ページをご覧ください。 

https://www.seirei.ac.jp/for-students/campuslife/gakuyukai/itiran/ 
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□7-5. 国際交流 
 
１）学生の国際交流実績（2024 年度） 

派 遣：交流協定締結校主催のプログラムに参加した本学学生の人数 

受入れ：本学が主催のプログラムに受け入れた交流協定締結校の学生等の人数 
 
・派遣（正課；短期；6ヶ月未満） 

国 内容 期間（日数）
対象学部・
専攻・学年

人数 その他

シ
ン
ガ
ポ
ー

ル

海外研修

シンガポールの保健医療福祉制度に関
する講義、演習参加、保健医療福祉施
設の見学を通し、異なる文化や思考に
基づいた医療福祉を学んだ。学生交流
などを行い、グローバルな視点に立っ
た思考を育成した。

9/1～9/8
（8日間）

看護学部・社会福祉
学部全学年20名

9名

【内訳】
看護学部1年次生9名

ナンヤン理工学
院（交流協定
校）にて実施。

シ
ン
ガ
ポ
ー

ル

国際看護実習

シンガポールの保健医療施設での看護
実習を通して、日本とシンガポールに
おける社会文化的背景、健康のニー
ズ、保健・医療・看護の相違を学ん
だ。、国際社会における看護専門職の
役割と、専門職として貢献するための
研鑽のしかた・将来の活動の方向性に
ついて考察した。

9/1～9/15
（15日間）

看護学部4年次生2名 2名

【内訳】
看護学部4年次生2名

ナンヤン理工学
院（交流協定
校）にて実施。

カ
ン
ボ
ジ
ア

国際支援アクティブラーニングⅡ

歴史、文化、危機管理、安全対策、語
学、対人援助の概念から、具体的支援
の抽出、立案、実行までを主体的実践
活動を通じて学んだ。歴史や文化の異
なる地域で、各々の専門分野を超えた
本質的な支援活動の理解と実践、コ
ミュニケーション力、リーダーシップ
を教授する。

2/5～2/12
（7日間）

全学部2～3年次生
7名

3名

【内訳】
看護学部3年次生3名

ジャパンハート
医療センター様
等にて実施。

ア
メ
リ
カ

アメリカ教育研修

海外で諸文化等に触れることで、その
国の教育事情を知り、異文化や価値観
の多様性などの学びを通して、グロー
バルな視野を養った。さらに、教育・
保育の視点で、異なる専門職を目指す
学生との交流を通し多職種連携の意義
について考えた。

2/12～2/21
（10日間）

こども教育福祉学
科・国際教育学部
全学年10名

4名

【内訳】
国際教育学部1年次生3
名、
こども教育福祉学科3年
次生1名

シアトルパシ
フィック大学に
て実施。

フ
ィ

リ
ピ
ン

国際理学療法実習

リハビリテーション機関や専門施設で
学内・現地の指導者によるクリニカル
クラークシップ（CCS）での実習を行
い、海外での理学療法技術を体験し
た。また、異なる文化について共有・
理解を進め、生活習慣の異なる方々と
専門領域を超えた幅広いコミュニケー
ションの実践を行った。

2/15～3/2
（16日間）

リハビリテーション
学部理学療法学科3
年次生

6名

【内訳】
リハビリテーション学
部理学療法学科3年次生
6名

※マリアノ・マ
ルコス州立大学
（交流協定校）
で実施した。

シ
ン
ガ
ポ
ー

ル

シンガポールリハビリテーション研修

リハビリテーション関連の医療機関や
専門施設を見学し、海外でのリハビリ
テーション事情に関する知識を得た。
また、現地学生との交流や異文化での
生活体験をとおして柔軟な倫理観を習
得した。学生主体の参加型学修を実践
し、グローバルマインドを育成した。

3/16～3/23
（8日間）

リハビリテーション
学部理学療法学科・
作業療法学科2～4年
次生20名

11名

【内訳】
リハビリテーション学
部
理学療法学科2年次生6
名、
作業療法学科2年次生5
名

シンガポール工
科大学（交流協
定校）にて実
施。

ア
メ
リ
カ

アメリカ看護研修

医療施設での看護実践見学や看護演習
をとおして、国際的な視野で保健医療
福祉制度、看護師の役割・実践、他職
種の役割について学んだ。現地研修の
他に事前・事後研修を行い、個人及び
グループで課題に取り組んだ。

3/16～3/26
（11日間）

看護学部2～3年次生
10名

6名

【内訳】
看護学部2年次生5名、
3年次生1名

サミュエルメ
リット大学（交
流協定校）にて
実施。
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・受入れ(短期；6ヶ月未満） 

国 内容 期間（日数）
対象学部・
専攻・学年

人数 備考

ア
メ
リ
カ

アメリカ・サミュエルメリット大学の
看護学部生を迎え、本学および聖隷関
連施設の見学や、講義・演習を行っ
た。週末には本学学生が企画した浜松
観光を行い、国際交流を深める機会と
なった。

6/17～6/24
（8日間）

・サミュエルメリッ
ト大学看護学部生
・本学国際保健医療
福祉プログラム登録
生

12名

【内訳】
・サミュエルメリット
大学看護学部生10名、
教員2名

※サミュエルメ
リット大学は本
学の国際交流協
定校である。

シ
ン
ガ
ポ
ー

ル

ナンヤン理工学院の学生を迎え、本学
および聖隷関連施設の見学・講義を
行った。実習では看護師にシャドーイ
ングし、学びを深めた。また、本学学
生が企画した学生交流会をとおして親
睦を深めた。

9/2～9/13
（11日間）

・ナンヤン理工学院
看護学部
・本学看護学部生
・本学国際保健医療
福祉プログラム登録
生

2名

【内訳】
ナンヤン理工学院看護
学部生2名

※ナンヤン理工
学院は本学の国
際交流協定校で
ある。

フ
ィ

リ
ピ
ン

マリアノ・マルコス州立大学の学生を
迎え、本学および聖隷関連施設の見
学・講義・演習を行った。ディスカッ
ションでは互いの国の医療環境等につ
いて話し合い、学びを深めた。また、
本学学生が企画した学生交流会をとお
して親睦を深めた。

10/19～
11/2（14日
間）

・マリアノ・マルコ
ス州立大学ヘルスサ
イエンス学部生
・本学リハビリテー
ション学部生
・本学国際保健医療
福祉プログラム登録
生

6名

【内訳】
マリアノ・マルコス州
立大学ヘルスサイエン
ス学部理学療法学科生5
名、教員1名

※マリアノ・マ
ルコス州立大学
は本学の国際交
流協定校であ
る。

シ
ン
ガ
ポ
ー

ル

シンガポール工科大学の学生を迎え、
本学および聖隷関連施設の見学・講
義・演習を行った。ディスカッション
では互いの国の医療環境等について話
し合い、学びを深めた。また、本学学
生が企画した学生交流会をとおして親
睦を深めた。

12/9～
12/13（5日
間）

・シンガポール工科
大学ヘルス＆ソー
シャルサイエンス学
部理学療法学科生、
作業療法学科生
・本学リハビリテー
ション学部生
・本学国際保健医療
福祉プログラム登録
生

19名

【内訳】
シンガポール工科大学
ヘルス＆ソーシャルサ
イエンス学部理学療法
学科生10名、作業療法
学科生6名、言語聴覚学
科1名、教員2名

※シンガポール
工科大学は本学
の国際交流協定
校である。

シ
ン
ガ
ポ
ー

ル

聖隷国際コンファレンス(SIRC)に対面
参加するため、来学した。

3/3～3/4
（2日間）

・ナンヤン理工学院 26名

【内訳】
ナンヤン理工学院
社会福祉学部9名、
口腔保健療法学部9名、
看護学部6名、教員2名

※ナンヤン理工
学院は本学の国
際交流協定校で
ある。

 

２）海外の協定校 

教育機関名 国・地域 協定締結年月 協定の形態 

陸軍軍医大学 中国・重慶市 2004年 9月 大学間交流 
ナンヤン理工学院 シンガポール 2006年 4月 大学間交流 

サミュエルメリット大学 
米国・カリフォルニア州 
オークランド市 

2013年 11月 大学間交流 

シンガポール工科大学 シンガポール 2017年 9月 大学間交流 

シアトルパシフィック大学 
米国・ワシントン州 
シアトル市 

2019年 3月 大学間交流 

ハワイ大学マノア校医学部 
米国・ハワイ州 
ホノルル市 

2019年 5月 
部局間交流 
(ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部) 

中山大学附属第一病院 中国・広東省広州市 2019年 9月 大学間交流 
マリアノ・マルコス州立大学 フィリピン・北イロコス州 2021年 5月 大学間交流 
チェンマイ大学 タイ・チェンマイ 2022年 11月 大学間交流 

ハサヌディン大学 インドネシア・マカッサル 2024年 7月 大学間交流 

    >>>詳しくは 交流協定校 のページをご覧ください。 

https://www.seirei.ac.jp/campuslife/global/exchange/ 
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□7-6. 図書館 

本学図書館では、教員や学生の方々のために、保健医療福祉をより幅広く、より専門的に学ぶ

ための支援環境を整えています。 

 

図書冊数と閲覧室座席数 

図書冊数 128,157冊  

閲覧室座席数 244 席  

  

    >>>詳しくは 聖隷クリストファー大学 図書館ホームページ をご覧ください。 

https://lib.seirei.ac.jp/library/ 

 

 

□7-7. 設備・面積、運動施設の概要 

 

土地 ： 41,813 ㎡ 

 校舎等：                                             2025年 5月 1日現在 

施設等 面積 

聖隷クリストファー大学（1号館） 9,067㎡ 

     〃     （2号館） 4,025㎡ 

     〃     （3号館） 4,726㎡ 

     〃     （4号館） 1,199㎡ 

     〃     （5号館） 5,134㎡ 

     〃     （旧 5号館旧棟） 2,623㎡ 

     〃     （学生同窓会館） 963㎡ 

     〃     （キリスト教センター） 78㎡ 

     〃     （第 1体育館） 781㎡ 

     〃     （第 2体育館） 494㎡ 

〃      (テニスコート) 2,711㎡ 

    

 校舎の耐震化率  100％ (2025年 5月 1日現在) 
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８．（学生納付金に関する情報）授業料、入学金その他の大学が徴収する費用に関すること 

 

□8-1. 授業料、入学金その他の費用 
 
１）学部・専攻科授業料、入学金                                   単位：円 

学部・学科・専攻科名 
授業料 
（年間） 

入学金 
合計 

(初年度納付分) 

看護学部 看護学科 1,589,000 200,000 1,789,000 

社会福祉学部 

  
社会福祉学科 1,080,000 200,000 1,280,000 

こども教育福祉学科 1,043,000 200,000 1,243,000 

リハビリテーション学部 

 

理学療法学科 1,500,000 200,000 1,700,000 

作業療法学科 1,500,000 200,000 1,700,000 

言語聴覚学科 1,442,000 200,000 1,642,000 

国際教育学部 こども教育学科 1,150,000 200,000 1,350,000 

助産学専攻科 1,335,000 250,000 1,585,000 
※助産学専攻科において、聖隷クリストファー大学(聖隷学園浜松衛生短期大学を含む)卒業者の入学金は 125,000 円です。 

※社会福祉学部編入学において、聖隷クリストファー大学介護福祉専門学校卒業者の入学金は 100,000 円です。 

（2025 年度卒業者は免除） 

※施設設備費は、授業料に含まれています。  

※看護学部の実習費（実習に関わる交通費、宿泊費を除く）は、授業料に含まれています。 ただし、養護教諭課程の教育実習

を履修する場合は、実習費として約 15,000 円がかかります。  

※リハビリテーション学部の実習費（実習に関わる交通費、宿泊費を除く）は、授業料に含まれています。  

※社会福祉学部の実習費は実習科目の履修単位に基づき別途納入となります(1 履修単位あたり 10,000 円)。 

取得する資格により異なりますが、卒業までにおおむね 70,000～150,000 円程度かかります。 

※国際教育学部の実習費は実習科目の履修単位に基づき別途納入となります(1 履修単位あたり 10,000 円)。 

取得する資格により異なりますが、卒業までにおおむね 80,000～120,000 円程度かかります。 

※助産学専攻科の実習費（実習に関わる交通費、宿泊費を除く）は、授業料に含まれています。 

※次年度以降の学費は、諸事情により変更することがあります。 

 

２）大学院授業料、入学金                            単位：円 

研究科名 
授業料 
（年間） 

入学金 
合計 

(初年度納付分) 

大学院博士前期課程 

  

    

  

  

  

看護学研究科 1,048,000 300,000 1,348,000 

看護学研究科（長期在学コース） 788,000 300,000 1,088,000 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科学研究科 950,000 300,000 1,250,000 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科学研究科（長期在学ｺｰｽ） 713,000 300,000 1,013,000 

社会福祉学研究科 733,000 200,000 933,000 

社会福祉学研究科（長期在学コース） 550,000 200,000 750,000 

大学院博士後期課程 

 

看護学研究科 733,000 200,000 933,000 

看護学研究科（長期在学コース） 617,000 200,000 817,000 

リハビリテーション科学研究科 733,000 200,000 933,000 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科学研究科（長期在学ｺｰｽ） 617,000 200,000 817,000 

社会福祉学研究科 733,000 200,000 933,000 

社会福祉学研究科（長期在学コース） 617,000 200,000 817,000 
※施設設備費は、授業料に含まれています。  

※看護学研究科博士前期課程プライマリケア NP プログラムは、履修科（年額）250,000 円（長期在学コースの場合

は 187,000 円）が別途かかります。  

※聖隷クリストファー大学（聖隷学園浜松衛生短期大学、聖隷介護福祉専門学校、聖隷クリストファー大学介護福

祉専門学校含む）卒業者の博士前期課程の入学金は次のとおりです。 看護学研究科・リハビリテーション科学研

究科 150,000 円、社会福祉学研究科 100,000 円  

※聖隷クリストファー大学大学院博士前期課程修了者は、本学大学院博士後期課程の入学金が免除になります。 

※次年度以降の学費は、諸事情により変更することがあります。 
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３）入学検定料                              単位：円 

学部・専攻科・研究科 選抜種別 入学検定料 

看護学部 

社会福祉学部 

リハビリテーション学部 

国際教育学部 

総合型選抜 

学校推薦型選抜 

看護学部社会人選抜 

社会福祉学部編入学試験 

30,000円 

奨学生選抜 

30,000円 

(全 6学科併願可、 

追加検定料なし)  

一般選抜 
1学科：30,000円 

2学科目以降：10,000円※ 

大学入学共通テスト利用選抜 
1学科：20,000円 

2学科目以降：10,000円 

助産学専攻科 一般選抜、社会人選抜 30,000円 

大学院博士前期課程 一般選抜、社会人選抜、外国人留学生選抜 30,000円 

大学院博士後期課程 一般選抜、社会人選抜、外国人留学生選抜 30,000円 

※リハビリテーション学部、社会福祉学部、国際教育学部の「3 科目型」「2 科目型」を併願する場合の検定料は合計

で 40,000 円になります（前期のみ）。なお、リハビリテーション学部内で第 2・第 3 志望を登録する場合には検定

料はかかりません。 

 

□8-2. 延納分納制度について 

 

授業料に関しては、延納・分納の制度があります。詳しい内容につきましては大学総務部 

（電話：053-439-1400）までご相談ください。 
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９．（学生支援と奨学金に関する情報） 

大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること 

 

□9-1. 学内の学生支援組織 

事項 内容  

アドバイザー 

システム 

皆さんの様々な相談に答えるアドバイザー教員を、学生ひとりひとりに配置し

ています。科目の履修方法の相談をはじめ、学習上のこと、将来のこと、その

他個人的な問題などについて気軽に相談してください。 

健康に関するこ

と 

ケガをした時、気分の悪い時、心身の健康のことで相談したい時は、健康管理

センターを利用してください。 

カウンセリング 学生相談室を開設しています。カウンセリングを受けたい方は学生相談室に申

し出るか、アドバイザーや健康管理センター職員を通じて利用してください。 

キリスト教に 

関すること 

キリスト教センターでは、自分の生き方について迷っている方の相談に乗り、

また、キリスト教に関わること全般について、相談を受け、情報提供をしてい

ます。 

事項 主に取り扱う事項 
事務窓口と 

取扱時間 
場所 

教務関係 

（学修に関する

こと） 

授業、履修、実習、試験、成績、FD（授業評価等） 

国家試験手続き（願書、受験手続き） 

その他学習に関すること全般 

教務事務センター 

平日：9:00～18:30 

土曜：9:00～17:00 

1号館 

1階 

 

ス チ ュ

ー デ ン

ト プ ラ

ザ 

学生生活 学籍異動（休学・復学等）に関すること 

学割・各種証明書の発行 

奨学金、アルバイト、経済的な問題 

施設使用、課外活動（クラブ・サークル、ボラン

ティアなど） 

通学、交通事故、傷害・賠償保険 

下宿・アパート、防犯及び各種トラブル 

障がいのある学生からの相談 

その他学生生活に関すること全般 

学生サービスセンター 

平日：9:00～18:30 

土曜：9:00～17:00 

 

ボランティアセンター 

火・木曜 

11：00～18：00 

進路（就職・進学） 就職・進学に関する相談、模擬面接、履歴書添削

（卒業生を含む）、就職支援プログラム、病院・

施設等の採用情報に関すること 

国家試験対策講座・模擬試験に関すること、 

同窓会に関すること 

キャリア支援センター 

平日：9:00～18:30 

土曜：9:00～17:00 

国際教育・ 

国際交流 

海外研修・実習、海外留学、海外ボランティア、

海外渡航手続き、その他海外での活動に関する支

援全般 

海外の協定校との国際交流推進 

外国人のホームステイ等の紹介  

グローバル教育推進センター 

平日：9:00～18:30 

土曜：9:00～17:00 

コンピュータ・ 

情報化 

コンピュータ・ソフトウェアに関する情報の提供

と質問への対応 

コンピュータ教室・演習室その他学内のパソコン

のトラブル対応 

情報関係オリエンテーション・講習会の実施 

Wi-Fi接続登録 

ICTセンター 

平日：9:00～18:30 

土曜：9:00～17:00 

学習支援 基礎的な学習方法のほか、学修上困っている問題

の解決に向けての支援 

学習支援室 

月・水曜 

10:00～17:00 

5号館 

6階 

5604室 

学費ほか 授業料の延納・分納相談 

施設・設備に関すること 

障がいのある学生からの相談 

大学総務部 

平日：9:00～17:30 

土曜：9:00～17:00 １号館 

１階 入試について 入試や受験生向けの広報に関すること（家族や知

人で入学を希望者がいる、パンフレットや募集要

項希望など） 

入試・広報センター 

平日：9:00～17:30 
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□9-2. アドバイザーシステム 

 

学生一人一人に、アドバイザー教員を配置して、様々な相談に答えています。 

学生生活の間には、学修上の問題、履修方法の相談、対人関係の悩み、将来に対する不安など、

様々な問題が生ずることがあると思います。このような時に共に考え、必要な情報を提供し、問

題解決の援助をするためアドバイザー制度が用意されています。 

アドバイザーのオフィスアワーが大学のホームページ「在学生の方」から照会できます。この

時間帯は学生の相談を受けるため、アドバイザー教員が研究室に待機しています。 

 

 

□9-3. こころとからだの健康支援 

 

１）からだの健康（健康管理センター） 

 

健康上の問題、心配ごとの解決のための支援を行います。 

［主な業務］ 

・健康診断 ……… 「学校保健安全法」に基づき毎年 4月に健康診断を行います。 

・応急処置 ……… 学内での急病やケガに対しての応急手当を行います。体調が悪いときは休

養室で休むこともできます。また、状態によっては外部の医療機関に紹介

するなど適切に対応します。 

・健康相談…………健康上の悩み、不安、気になることについて看護職の職員が相談に応じま

す。開室時間内ならいつでも対応します。 

・健康教育 ……… 保健医療福祉および教育・保育を学ぶ学生の皆さんに感染症予防のための

知識の啓発を目的として学校医による健康教育を行っています。 

・その他……………身長計・体重計・血圧計を設置しています。 

 

２）こころの健康（学生相談室） 

 

○相談窓口 

学生生活を送る中で「どこへ相談したらよいかわからない」、「誰に相談したらよいかわか

らない」、「誰かに話を聞いてほしい」、「カウンセラーに相談したい」というようなことが起

こったときは、学生相談室にカウンセラーがいますので、問題をひとりで抱え込まず、相談

室の戸をたたいてください。一緒に考えていきましょう。 

［相談内容］人間関係について（友人、恋愛、家族、DV、ハラスメントのことなど） 

自分について（自分を変えたい、人と違っているみたいだ、自分を知りたいなど） 

学業・将来について（授業に出席しづらい、将来何がしたいかわからないなど） 

性について（自身の性別に違和感があるなど） 

精神的なもの（イライラ、緊張、ストレス、不安、やる気がおきないなど） 

身体的なもの（眠れない、食べられない、食べすぎてしまうなど） 

生活について（遅刻が多い、計画的な生活が送れない、バイトの両立が大変など） 

※相談内容によっては関係機関を紹介することもあります 

 

○カウンセラーによるカウンセリング 

［利用時間］以下の URLカレンダー参照  

※長期休業期間は変更する場合があります。 

［カウンセリング予約方法］以下の URLより 

https://www.seirei.ac.jp/for-students/center/gakuso/ 
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□9-4. 就職支援 

 就職支援として、以下のことを実施しています。 

 

○実施している就職支援プログラム 

 キャリア支援センターではみなさんの就職活動を支援するために様々な就職支援プログラムを実

施しています。積極的に参加しましょう。 

名称 内容 対象 

ガイダンス 

進路ガイダンス 就職活動や支援プログラムの案内などについて

年次に合わせた内容でガイダンスを行います。 

全学部 

4～1年次 

説明会 

病院・施設説明会 病院・施設の採用担当者をお迎えし、採用情報や

仕事の内容、教育体制などのお話をうかがい、就

職先を選択する機会とします。 

社会福祉学部 3年次、

リハビリテーション学

部 4年次 

大規模法人就職説明

会 

聖隷福祉事業団と天竜厚生会の採用担当者をお

迎えし、法人の概要や求める人材、採用基準など

をうかがい、各法人への理解を深めます。 

社会福祉学部 3年次、

国際教育学部 3年次 

セミナー・懇談会など 

4年次生による就職

活動報告会 

4年次生の先輩から就職（進学）活動の経験をう

かがい、これからの就職（進学）活動に備えます。 

全学部 3年次 

卒業生と在学生との

懇談会 

専門職者として勤務されている卒業生をお迎え

し、専門職者としての資質や仕事の内容などにつ

いて直接お話をうかがいます。就職先選択や就職

後をイメージする機会とします。 

看護学部 3年次、国際

教育学部 3年次 

卒業生による福祉の

仕事報告会 

各領域で活躍する卒業生をお迎えし、仕事の紹

介、やりがい、どのように就職先を決定したのか、

苦労したこと、頑張ったこと、学生時代に考えて

おくべきこと、取り組んでおくべきことなどにつ

いてうかがいます。 

社会福祉学部 3年次 

キャリアセミナー 病院・施設の看護職管理者をお迎えし、それぞれ

の病院・施設について理解する機会とします。 

看護学部 3年次 

就職先研究 聖隷福祉事業団と天竜厚生会（社会福祉学部の

み）の採用担当者をお迎えし、法人の概要、他法

人との違い、事業内容や今後の取り組み、職種の

具体的な仕事内容についてうかがい、各法人への

理解を深めます。 

社会福祉学部 3年次、

リハビリテーション学

部 3年次、国際教育学

部 3年次 

＊リハビリテーション学部については、「キャリアデザイン」の授業において、専門職者から仕事の 

 内容等お話をうかがう機会があります。 
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名称 内容 対象 

講座（外部講師） 

就職マナー・面接対

策講座 

施設説明会やインターンシップ、採用試験時のマ

ナーや面接などについて学ぶ採用試験対策講座

です。また、就職後の心がまえについて学びます。 

看護学部 3 年次、リハ

ビリテーション学部 3

年次 

履歴書の書き方、面

接の受け方講座 

履歴書作成や面接試験において、必要な自己分析

やマナーについて学ぶ採用試験対策講座です。 

社会福祉学部 3 年次、

国際教育学部 3年次 

スーツ着こなし講座 就職活動に役立つ身だしなみを学びます。 全学部 3年次 

公務員試験対策講座

（有料） 

公務員採用試験対策として、数的問題への対策講

座を行います。 

全学部 

3～1年次 

筆記試験対策講座

（有料） 

採用試験における一般教養試験対策。非言語能力

（数的処理）、言語能力、社会の一般常識と時事

問題の対策講座です。 

全学部 

3～1年次 

論作文試験対策講座

（有料） 

制限時間内にわかりやすく書くコツを学びます。

実際に書いた論文に対し添削支援を受けられま

す。 

全学部 

3～1年次 

模擬試験（有料） 

教員採用試験模試 小学校・特別支援学校・養護教諭の採用試験対策

です。 

看護学部、国際教育学

部 

SPI 対策模擬テスト 多くの病院や福祉施設が一次試験に採用してい

る SPIの模擬テストです。 

社会福祉学部 3 年次、

国際教育学部 3年次  
 

○キャリア支援センターの役割 

 みなさんの就職・進学に関する活動を全力で支援します。 

 ほとんどのみなさんは、初めて就職活動を行うわけですから、分からないことや不安なことがた

くさんあると思います。 

 キャリア支援センターのスタッフは、みなさんのペースにあわせたタイムリーな情報の提供を心

がけると同時に、一人ひとりとのコミュニケーションを大切にして、みなさんが自分の特性や能力

を充分に活かせる就職ができるよう全力で支援していきます。窓口は、社会人になる練習と心得て

利用しましょう。 

 

○支援の内容 

 キャリア支援センターが行う、みなさんへの『就職及びキャリア支援』は以下の通りです。 

情報の提供 病院・施設・企業などの採用情報、求人票（パンフレットなど

資料含む）、就職・進学試験報告書など 

個別サポート 進路相談、履歴書・エントリーシートなど応募書類の添削、模

擬面接、小論文の添削 

就職支援プログラムの企画と実施 進路ガイダンス、施設説明会、4年次生による就職活動報告会、

卒業生と在学生との懇談会、マナーや履歴書の書き方・面接の

受け方・就職試験対策などの就職活動に関する講座 

国家試験対策講座・模擬試験の手

続 

申込受付 

同窓会活動の支援 同窓会事務局 

卒業生支援 再就職支援、ホームカミングデー実行委員会事務局 
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○資料の種類 

 資料を自由に閲覧できます。 

求人票や病院・施設・企業などの

パンフレット 

職種ごとの都道府県別のボックスの中に病院・施設ごと整理し

て保管してあります。 

就職・進学試験報告書 先輩が残してくれた採用・入学試験についての報告書です。職

種、病院・施設・進学先ごとにファイルされていますので活用

してください。キャリア支援センターのホームページでも閲覧

できます。 

DVD「就職活動のすべて」 

日本経済新聞出版社 

グループディスカッションやグループ面接対策に活用してく

ださい。 

各種就職関連の問題集（貸出可） SPI実践問題集、一般常識など 

小学校教諭、養護教諭関連資料 静岡県、浜松市の採用試験過去問題 

＊貸出を希望する方は、キャリア支援センタースタッフまで声をかけてください。 

 

○キャリア支援センターホームページ（https://www.seirei.ac.jp/career/）の活用 

 大学ホームページの「就職・キャリア」→「在学生の方へ」をクリックしてください。 

 

 支援行事の案内や実施状況、就職試験報告書などを見ることができます。 
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□9-5. 利用できる奨学金の概要 

 

奨学金給付・貸与状況（2024年度） 

奨学金の名称
学内・学外

の別
給付・貸与

の別
対象学部

支給対象
学生数（人）

日本学生支援機構奨学金 看護学部 59

社会福祉学部 31

リハビリテーション学部 31

国際教育学部 7

合計 128

日本学生支援機構奨学金 看護学部 203

社会福祉学部 93

リハビリテーション学部 133

国際教育学部 33

助産学専攻科 1

大学院博士前期 3

大学院博士後期 2

合計 468

看護学部 2

社会福祉学部 1

リハビリテーション学部 1

国際教育学部 0

合計 4

同窓会･後援会奨学金 看護学部 1

社会福祉学部 0

リハビリテーション学部 0

国際教育学部 0

合計 1

看護学部 165

社会福祉学部社会福祉学科 1

リハビリテーション学部理学療法学科 4

助産学専攻科 10

合計 180

Ｋ.Ｍ.奨学金 学内 貸与 全学部 1

Ｍ.Ｈ.奨学金 学内 給付 看護学部 2

難波千鳥奨学金 学内 給付
看護学部
社会福祉学部社会福祉学科介護福祉コース

2

ニッセイ聖隷健康福祉財団奨学金 学外 給付
リハビリテーション学部
社会福祉学部社会福祉学科介護福祉コース

0

静岡県看護職員修学資金 学外 貸与
看護学部
助産学専攻科

6

静岡県看護協会保健師・
助産師・看護師修学貸与金

学外 貸与
看護学部
助産学専攻科

1

静岡県介護福祉士修学資金 学外 貸与 社会福祉学部社会福祉学科介護福祉コース 9

静岡県保育士修学資金 学外 貸与
社会福祉学部こども教育福祉学科
国際教育学部

24

廣田育英会 学外 給付 全学部 2

聖隷グループ奨学金

学外 貸与

菅野・太田・長谷川奨学会奨学金

学内 貸与

学内 貸与

学外 給付

学外 貸与

 

 

※大学を通じて申請する奨学金のみ記載（浜松市奨学金は個人申請のため未掲載） 

 

>>>奨学金の説明は 奨学金 のページ をご覧ください。 

https://www.seirei.ac.jp/for-students/service/scholarship/
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１０．社会貢献 

 

□10-1. 地域連携推進センター 

本学は、建学の精神であるキリスト教精神による「生命の尊厳と隣人愛」に基づき、開学以

来一貫して保健医療福祉分野での人材養成を行ってきました。また、保健医療福祉及び教育・

保育の総合大学としてその特色を生かした社会貢献（知の活用）、地域との連携・協働による

課題解決を積極的に行うことは、教育・研究と並んで重要な使命であると考えています。 

“地域と歩む”をキーワードに、地域との共同事業・研究や専門職研修・市民公開講座を実施

し、また地域に開かれた相談窓口となり、地域の保健医療福祉・教育の更なる質の向上と課題解

決のために積極的に活動しています。 

  ＜主な事業＞ 

    共同事業・研究 

    専門職への研修・一般市民への学習機会の提供 

    政策形成への貢献 

地域に開かれた相談窓口 

   

>>>活動の詳細と実績は 地域連携推進センター のページをご覧ください。 

https://www.seirei.ac.jp/cooperation/promotion/ 
 

□10-2. 地域連携事業費 

地域連携推進センターでは、「保健医療福祉分野に係る全ての人たちとの共同事業・研究」

を推進するために、保健医療福祉、及び教育・保育の実践現場との連携のもとに行う地域の課

題解決に向けた事業を対象として『地域連携事業費』を配分しています。2024 年度は計 9 件、

計 2,752,533円の申請があり、地域連携推進センターによる審査の結果、9件の課題を採択し、

計 1,796,991円の事業費を配分しました（予算額：1,800,000円）。 

 

＜2024年度 採択課題＞ 

学部 代表者氏名 課題名 配分額 

看護 三輪 眞知子 

地域ケア会議の積極的な活用に向けた職

員に対する質的統合法（KJ 法）を用いた

「寄合ワークショップ」の試み 

249,516円  

看護 河野 貴大 

領域の異なる多職種連携による在宅医

療・介護連携推進事業～神経難病療養者が

住みやすい浜松を創る～（第 3 期） 

311,185 円 

社会福祉 福田 俊子 

病気や障がいがある人の「きょうだい」の

サポート事業～シブリングサポーターの

養成 その２～ 

200,322円 

リハビリテーション 根地嶋 誠 
成長期のサッカー選手における外傷・障害

予防事業 
192,640円 

リハビリテーション 藤田 さより 
スポーツを通じた交流が共生社会の実現

にもたらす効果 
139,803円 

リハビリテーション 鈴木 達也 

図書館を活用したマイブックリスト作成

プログラム〜読書による知的活動の増進

事業〜 

58,000円 

リハビリテーション 柴本 勇 かけがわ口腔機能健診プロジェクト 318,475円 

国際教育 鈴木 光男 

こどもの感性と創造性を育む五感をとお

した美的経験によるアートプログラム開

発Ⅲ 

152,942円 

国際教育 和久田 佳代 
全面発達を目指す保育実践研修会の開催

とネットワークの構築 
174,109円 
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□10-3. 大学間連携 

静岡県内の大学と自治体が連携する「ふじのくに地域・大学コンソーシアム」により、各大学

間の交流・連携を深めるとともに、学生及び一般市民を対象とした共同授業の開催や、共同公開

講座等の事業を展開し、各大学の専門知識や特色を地域の振興・発展に活かしています。 

（主な事業） 

  ・西部地域共同授業 

  ・小中高大連携推進事業 

  ・ゼミ・研究室等地域貢献推進事業 

  ・国際交流事業 

  ・合同 FD・SD研修会事業 

 

 また本学は浜松市との包括連携に関する協定や、地域の金融機関（遠州信用金庫、浜松いわた

信用金庫、静岡銀行）と産学連携に関する協定を結んでいます。 

 

 

□10-4. 地元産業界との連携 

 

１）地元産業会等との地域の課題解決に向けた連携事業の実施 

浜松市の生涯学習推進に関する課題を認識し、その課題解決を目指して浜松市が企画・推進し

ている事業「浜松市と大学との連携事業～大学生による講座」に参画しています。浜松市と連携・

協力して生涯学習推進の取り組みに貢献しています。 

 

【浜松市の生涯学習に関する課題】 

・いつでも、どこでも、だれでも学べる学習環境づくり 

・学習成果を適切に生かすことのできる仕組みづくり 

 

【課題に対する目標】 

・生涯学習機会の充実（地域の学習ニーズを踏まえ講座内容を決定） 

・市民と大学生が生涯学習を通じて自分の成長や能力の向上を図り、その学びの成果を地域

づくりにつなげていく 

 

２）地元産業会等と連携した実践的 PBLを含む授業科目等の開講 

看護学部看護学科公衆衛生看護学領域では、地域の健康課題を解決できる保健師の育成を目的

としたカリキュラムを用意しています。 

 

1年次に学ぶ「公衆衛生看護学概論」を基盤として 2年次に「公衆衛生看護技術論」「公衆衛生

看護技術論演習」で個人・家族・集団・地域の健康問題解決に必要な保健師の援助技術を学びま

す。3年次には、4 年次の「公衆衛生看護学実習」と連動させた「公衆衛生看護活動論演習」にお

いて、実習地域の健康課題を予測・抽出したうえで、実習での公衆衛生看護活動の体験、住民へ

のアンケート・インタビューなどを通して実習地域の健康課題の明確化に取り組みます。さらに

「公衆衛生看護総合演習」では、実習地域の強みにも着目し入手した情報を再整理することで、

健康課題の解決策を検討し、具体的な事業計画案を作成します。公衆衛生看護学実習の実習施設

である保健所や市町村保健センターの保健師に対する報告会を開催し、公衆衛生看護活動として

行う事業案のプレゼンテーションを行っています。事業計画案は、実習地の保健師が活用できる

よう、事業の目的、裏づけとなる根拠、内容、評価、予算を含めた実践的な内容としています。 

 

2024年度は、地域の健康課題解決に向けた提案を報告書にまとめ、浜松市、藤枝市、牧之原市、

川根本町、磐田市、湖西市、袋井市、森町、掛川市、菊川市、御前崎市、吉田町へ配布しました。 
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１１．自己点検・評価 

 

□11-1. 自己点検・評価実施体制 

 

 次のような体制により自己点検・評価を行っています。 

 
 

自己点検・評価運営委員会 

 【構成員】学長、学部長、研究科長、教務部長、就職部長、学生部長、図書館長、 

地域連携推進センター長、総務部長、統括センター長、 

各学部の自己点検・評価委員長 

【所掌事項】  

・自己点検・評価の基本方針および実施項目の策定に関すること 

・自己点検・評価の結果のとりまとめに関すること 

・自己点検・評価結果の公表に関すること 

・自己点検・評価結果に基づく改善・改革の推進に関すること 

・自己点検・評価の実施に関すること 

・自己点検・評価報告書のとりまとめに関すること 

・アニュアルレポートのとりまとめに関すること 

・内部質保証システムの点検に関すること 

 

各学部には教授会附属委員会として自己点検・評価委員会を置いています。研究科は研究科

委員会をこれに充て、運営委員会と連携し、自己点検・評価を推進しています。 

 

>>>詳しくは 聖隷クリストファー大学 自己点検・評価に関する規程 をご覧ください。 

https://www.seirei.ac.jp/media/jikotenken202304.pdf 
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□11-2. 大学評価（認証評価）結果 

 

2024年 3月、財団法人大学基準協会の行う大学認証評価において、本学が大学評価の基準に適

合しているとの認定を受けました。今後も聖隷クリストファー大学では、同協会から長所として

挙げられた点につきましてはより一層の充実を目指すとともに、助言として提言されました事項

につきましては改善と発展に努めてまいります。なお、この認定評価期間は 2024年 4月 1日より

2031年 3月末日までの 7年間となります。 

 

 

  聖隷クリストファー大学 大学評価（認証評価結果） 

https://www.seirei.ac.jp/media/ninshouhyoka_kekka2024.pdf 

 

 

 

 

□11-3. 自己点検・評価報告書 

 

・2015自己点検・評価報告書 https://www.seirei.ac.jp/media/2015jikotenken_houkokusyo.pdf 

・2022自己点検・評価報告書 https://www.seirei.ac.jp/media/2022jikotenken.pdf 

・2022教職課程の自己点検・評価報告書 https://www.seirei.ac.jp/media/kyousyokujikotenken202302.pdf 

・2024 理学療法士作業療法士養成施設指導ガイドラインによる自己点検、自己評価 

-リハビリテーション学部理学療法学科 https://www.seirei.ac.jp/media/202410pt.pdf 

-リハビリテーション学部作業療法学科 https://www.seirei.ac.jp/media/202410ot.pdf 

 

 

□11-4. 各種方針 

 

内部質保証のための全学的な方針 

大学の理念・目的を実現するために内部質保証システムを適切に機能させるために、以下のよ

うに内部質保証のための全学的な方針を定めます。 

教育研究水準の向上を図り、本学の目的及び社会的使命を達成するため、教育研究活動等の状

況について自ら点検・評価を行い、その結果を公表し、本学の教育研究活動の質を社会に対し

て保証します。そのための組織・体制、システムは以下の通りとします。 

 

＜組織・体制＞ 

自己点検・評価に関する規程に基づき設置する自己点検・評価運営委員会で検証を行い、大

学の最高決議機関である部長会において内部質保証の推進に責任を持つ。 

 

＜内部質保証システム＞ 

1）点検・評価の年間計画（内部質保証年間計画表）：3つのステップ 

A）内部質保証：大学評価の基準に基づいた本学の諸活動の自己点検・評価 

・学部・大学院・各部門において、下記の点検・評価ツール②③④を基に評価し改善案を検

討する（Check/Action）。（6月） 

・上記を基に、自己点検・評価運営委員会にて改善事項を検討・策定し、部長会に上程

（Action/Plan）。（6～7月） 

・教育研究活動の適切性に関する学外者の点検・評価、意見を下記の点検・評価ツール①②

③④及び学内の自己点検・評価結果を基に学外者から聴取し（8月～9月）、改善につなげ

る。 

B）教学マネジメント：教育課程の編成方針・教育方法・教育学修成果等に関わる自己点検・

評価 

・学部・大学院・各部門において、下記の点検・評価ツール②⑤を基に評価し改善案を検討

する（Check/Action）。（10月） 
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・上記を基に、自己点検・評価運営委員会にて改善事項を検討・策定し、部長会に上程

（Action/Plan）。（11月） 

C）内部質保証（A+B）の改善事項と取り組み（Check/Action）（2月） 

2）点検・評価ツール： 

①中長期事業計画及び年度事業計画（部長会） 

②アニュアルレポート（各種 IRデータのとりまとめ及び公開） 

③評価基準に基づく自己点検・評価（様式 1） 

④教育研究活動年間計画表（様式 2） 

⑤教学マネジメントに関わる自己点検・評価（様式 3） 

⑥学外者の点検・評価、意見 

 

聖隷クリストファー大学３つの方針策定の基本方針 

聖隷クリストファー大学は、各学部及び大学院各研究科において、「卒業認定・学位授与の方針」

（ディプロマ・ポリシー）、「教育課程編成・実施の方針」（カリキュラム・ポリシー）及び「入

学者受入れの方針」（アドミッション・ポリシー）の「３つの方針」を策定するための全学的な

基本方針を次のように定める。 

 

1.「３つの方針」の位置づけと相互の関係 

(1)「卒業認定・学位授与の方針」（ディプロマ・ポリシー）は、本学の建学の精神であるキリ

スト教精神による「生命の尊厳と隣人愛」に基づいた保健医療福祉及び教育・保育分野の専

門職を育成することを教育の基本理念とし、大学、学部・学科、研究科の目的に基づき、ど

のような力を身に付けた者に卒業・修了を認定し、学位を授与するのかを定める基本的な方

針であり、学生の学修成果の目標となるものである。 

・在学生に対しては自身が身に付ける資質・能力の目安・指針となりうるものであり、社会に

対しては卒業・修了生に最低限備わっている資質・能力を保証するものとして機能するもの

であるため、卒業・修了までに養成する資質・能力をできる限り具体的かつ明確に記載する。 

・学修成果は、卒業・修了生が「何を学び、身に付けることができるのか」を、専門分野に係

る資質・能力も含めて策定し、定量的又は定性的な根拠に基づき評価することができるもの

とする。 

(2)「教育課程編成・実施の方針」（カリキュラム・ポリシー）は、「卒業認定・学位授与の方針」

（ディプロマ・ポリシー）達成のために、どのような教育課程(カリキュラム)を編成し、ど

のような教育内容・方法を実施し、学修成果をどのように評価するのかを定める基本的な方

針である。 

・卒業認定・学位授与の方針に示した学修成果を学生が身につけるための教育課程の編成（科

目の配置等）、教育課程の実施（授業形態や教育方法等）とともに、教育課程を通じて身に

つけた学修成果の評価方法を具体的かつ明確に記載する。 

(3)「入学者受入れの方針」（アドミッション・ポリシー）は、「卒業認定・学位授与の方針」（デ

ィプロマ・ポリシー）及び「教育課程編成・実施の方針」（カリキュラム・ポリシー）に基

づく教育内容を踏まえ、どのように入学者を受け入れるかを定める基本的な方針であり、受

け入れる学生に求める学修成果（「学力の 3要素：※（１）知識・技能、（２）思考力・判断

力・表現力等の能力、（３）主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」についてどの

ような成果を求めるか）を示すものである。 

・卒業認定・学位授与の方針及び教育課程編成・実施の方針を踏まえるとともに、「学力の 3

要素」を念頭に置き、入学前にどのような能力をどのようにして身に付けてきた学生を求め

ているか、入学後にどのような能力をどのようにして身に付けられる学生を求めているかな

ど、多様な学生を評価できるような入学者選抜の在り方について、具体的かつ明確に記載す

る。 

・必要に応じ、入学前に学習しておくことが期待される内容についても記載する。３つの方針

は相互の関連性を意識し、一貫性・整合性あるものとして策定する。特に卒業認定・学位授

与の方針及び教育課程編成・実施の方針は、卒業・修了までに学生が身に付けるべき資質・

能力と、それを達成するための具体的な教育課程の編成・実施、学修成果の評価の在り方等

を示すものであり、両者の一体性・整合性を強く求める。 
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2．策定単位 

(1)学部の「３つの方針」は、学部・学科の特徴に応じて、それぞれに定める。 

(2)大学院の「３つの方針」は、各研究科の特徴と学位に応じて、博士前期課程及び博士後期課

程について、それぞれに定める。 
 
3．３つの方針の運用 

３つの方針は、質の維持・向上を図る内部質保証システムの起点であるとの認識のもと、恒

常的に検証を行い、必要に応じて ３つの方針の適切性及び ３つの方針に基づく教育活動の

有効性を見直す。検証活動は、各方針の作成主体である各学部・研究科と大学全体の内部質

保証に責任を負う部長会が、二段階で行うことで、活動の妥当性を確保する。 

この観点から、「３つの方針」は、大学教育を充実させるための３つの方針を起点とする PDCA

サイクルを方針の策定単位毎に確立し､教育に関する内部質保証を確立する事が必要である。 

本学を取り巻く環境の変化や社会の要請に応じて学部・学科及び大学院研究科を再編する際

には、どのような力を身につけた者を育成し、学位授与を行うかを、「卒業認定・学位授与

の方針」（ディプロマ・ポリシー）を以て定め、そこに定められた資質・能力を学生が身に

つけることができるよう「教育課程編成・実施の方針」（カリキュラム・ポリシー）を定め

た上、教育課程(カリキュラム)を編成、実施するとともに、「入学者受入れの方針」（アドミ

ッション・ポリシー）を定め、学部・学科等が求める学生の入学者選抜を行う。 
 

※３つの方針の策定を通じて具体化された入学者選抜、教育の実施及び卒業認定・学位授与の

各段階における目標(「Ｐ」)が、各方針に基づいて実施される入学者選抜及び体系的で組織

的な教育(「Ｄ」)を通じて達成されたかどうかを自己点検・評価(「Ｃ」)し、学部等につい

て必要な改善・改革(「Ａ」)を行っていく。 

 

求める教員像及び教員組織の編制方針（大学基準６ 教員・教員組織） 

 建学の精神に裏付けられた豊かな人間性と倫理観、教養と専門的知識・技能を兼ね備えた専

門職を育成するための教員組織を編成するにあたり、求める教員像と教員組織の編成方針を定め

ます。また、教員による授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究等を行う

ための FD活動の方針を定めます。  

  

＜求める教員像＞  

本学の建学の精神である「キリスト教精神による生命の尊厳と隣人愛」を理解し、教育研究及

び委員会活動等に意欲と熱意を持ち職位にふさわしい人格を有する者とします。  

学士課程においては、修士以上の学位を有し、専門分野に関する優れた知識及び実務上の経験

を有する者を求めます。 

博士前期課程においては、博士の学位を有し研究上の業績を有する者、又はこれに準ずる研究

業績を有する者、及び専攻分野に関する特に優れた知識及び経験を有する者を求めます。 

博士後期課程においては、博士の学位を有し研究上の顕著な業績を有する者、又はこれに準ず

る研究業績を有する者、及び専攻分野に関する特に優れた知識及び経験を有する者、を求めます。 
 
＜教員組織の編制方針＞  

1．本学の求める教員像に合致した専任教員を、大学設置基準、大学院設置基準及び指定規則に

基づき適切に採用し、教員組織を編制します。  

2．保健医療福祉及び教育・保育分野の専門職を養成するという本学の使命を遂行するために、

学生に対して責任ある教育を行える教員組織を整備します。 

3．教員組織の年齢構成について、教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を図るため、

教員の構成が特定の範囲の年齢に著しく偏ることがないように配慮します。  

4．専任教員の募集・採用・昇格は、適切性・透明性を保つために、本学専任教員採用・昇任に

関する規程、専任教員資格審査規程及び専任教員資格審査内規に準拠して行います。 

5．専任教員の採用に当たっては、広く公募するとともに本学卒業生の中から本学の将来を担う

優秀な人材を積極的に採用します。  

6．大学院の研究指導教員等については、大学院研究指導教員等資格審査基準に則り審査し、高

度の教育研究上の指導能力があると認められる教員を配置します。  



70 

＜教員組織の編制方針（学部・研究科）＞ 

 

看護学部 

1．専門分野、教員配置 

本学の求める教員像に合致した専任教員を、大学設置基準及び指定規則に基づき適切に採用

し、教員組織を編制します。 

看護学部は、基礎看護学、成人看護学、老年看護学、小児看護学、母性看護学、精神看護学、

公衆衛生看護学、在宅看護学、養護、教養・専門基礎の 10領域で編制します。 

2．教育課程や学部運営における教員の役割分担  

教育上主要と認める授業科目については、原則として専任の教員が担当します。また、教員

間で連携して組織的な教育・研究を行うために、専門知識、学部運営の経験と実績に応じて

適切に教員の役割を分担します。 

3．教員構成 

教育研究・学部運営における適切な教員の役割分担を可能にするために、職位・年齢・性別

構成が偏ることがないように配慮します。 

4．教員人事 

専任教員の募集・採用・昇格は、適切性・透明性を保つために、本学専任教員採用・昇任に

関する規程、専任教員資格審査規程及び専任教員資格審査内規に準拠して行います。 

5．教員の資質向上 

教育内容の改善に向け教員の資質向上を図るため、教授会附属 FD 委員会を置き、組織的に

FD活動を実施します。 

6．指導補助者（準職員、TA、RA）の資格要件、授業担当教員との責任関係や役割、指導計画等 

指導補助者（準職員、TA、RA）の資格要件として、看護師（公衆衛生看護学領域においては

保健師、助産学専攻科においては助産師）の資格を有するものとします。指導補助者（準職

員、TA、RA）は授業担当教員が実施する教育を補助するほか、授業の一部を分担することが

あります。指導補助者（準職員、TA、RA）の指導計画は各専門領域において定めることとし

ます。 

7．指導補助者（準職員、TA、RA）に対する研修の実施 

指導補助者（準職員、TA、RA）に対して、各専門領域において能力向上のための研修を実施

します。 

 

社会福祉学部 

1．専門分野、教員配置 

本学の求める教員像に合致した専任教員を、大学設置基準及び指定規則に基づき適切に採用

し、教員組織を編制します。 

社会福祉学部は、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士の養成課程、及び公認心理師対

応カリキュラムで編制します。 

2．教育課程や学部運営における教員の役割分担  

教育上主要と認める授業科目については、原則として専任の教員が担当します。また、教員

間で連携して組織的な教育・研究を行うために、専門知識、学部運営の経験と実績に応じて

適切に教員の役割を分担します。 

3．教員構成 

教育研究・学部運営における適切な教員の役割分担を可能にするために、職位・年齢・性別

構成が偏ることがないように配慮します。 

4．教員人事 

専任教員の募集・採用・昇格は、適切性・透明性を保つために、本学専任教員採用・昇任に

関する規程、専任教員資格審査規程及び専任教員資格審査内規に準拠して行います。 

5．教員の資質向上 

教育内容の改善に向け教員の資質向上を図るため、教授会附属 FD 委員会を置き、組織的に

FD活動を実施します。 
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リハビリテーション学部 

1．専門分野、教員配置 

本学の求める教員像に合致した専任教員を、大学設置基準及び指定規則に基づき適切に採用

し、教員組織を編制します。 

リハビリテーション学部は、理学療法学科、作業療法学科、言語聴覚学科の 3 学科で編制し

ます。 

2．教育課程や学部運営における教員の役割分担  

教育上主要と認める授業科目については、原則として専任の教員が担当します。また、教員

間で連携して組織的な教育・研究を行うために、専門知識、学部運営の経験と実績に応じて

適切に教員の役割を分担します。 

3．教員構成 

教育研究・学部運営における適切な教員の役割分担を可能にするために、職位・年齢・性別

構成が偏ることがないように配慮します。 

4．教員人事 

専任教員の募集・採用・昇格は、適切性・透明性を保つために、本学専任教員採用・昇任に

関する規程、専任教員資格審査規程及び専任教員資格審査内規に準拠して行います。 

5．教員の資質向上 

教育内容の改善に向け教員の資質向上を図るため、教授会附属 FD 委員会を置き、組織的に

FD 活動を実施します。 

6．指導補助者（準職員、TA、RA）の資格要件、授業担当教員との責任関係や役割、指導計画等 

指導補助者（準職員、TA、RA）の資格要件として、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の

資格を有するものとします。 

指導補助者（準職員、TA、RA）は授業担当教員が実施する教育を補助するほか、授業の一部

を分担することがあります。 

指導補助者（準職員、TA、RA）の指導計画は各専門領域において定めることとします。 

7．指導補助者（準職員、TA、RA）に対する研修の実施 

指導補助者（準職員、TA、RA）に対して、各専門領域において能力向上のための研修を実施

します。 

 

国際教育学部 

1．専門分野、教員配置 

本学の求める教員像に合致した専任教員を、大学設置基準及び指定規則に基づき適切に採用

し、教員組織を編制します。 

国際教育学部は、①小学校教員養成課程②保育士資格・幼稚園教諭養成課程③公認心理師対

応カリキュラム④国際バカロレア教員認定資格課程の４領域で編制します。 

2．教育課程や学部運営における教員の役割分担  

教育上主要と認める授業科目については、原則として専任の教員が担当します。また、教員

間で連携して組織的な教育・研究を行うために、専門知識、学部運営の経験と実績に応じて

適切に教員の役割を分担します。 

3．教員構成 

教育研究・学部運営における適切な教員の役割分担を可能にするために、職位・年齢・性別

構成が偏ることがないように配慮します。 

4．教員人事 

専任教員の募集・採用・昇格は、適切性・透明性を保つために、本学専任教員採用・昇任に

関する規程、専任教員資格審査規程及び専任教員資格審査内規に準拠して行います。 

5．教員の資質向上 

教育内容の改善に向け教員の資質向上を図るため、教授会附属 FD 委員会を置き、組織的に

FD活動を実施します。 

6．指導補助者（準職員、TA、RA）の資格要件、授業担当教員との責任関係や役割、指導計画等 

指導補助者（準職員、TA、RA）の資格要件として、小学校教員免許、保育士・幼稚園教諭免

許、公認心理師（臨床心理士）の資格を有するものとします。 

指導補助者（準職員、TA、RA）は授業担当教員が実施する教育（実習）を補助するほか、採
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用試験などに向けての指導を分担することがあります。 

指導補助者（準職員、TA、RA）の役割・業務内容に関する計画は各専門分野において定める

こととします。 

7．指導補助者（準職員、TA、RA）に対する研修の実施 

指導補助者（準職員、TA、RA）に対して、各専門領域において能力向上のための研修を実施

します。 

 

看護学研究科 

1．専門分野、教員配置 

本学の求める教員像に合致した専任教員を、大学設置基準に基づき適切に採用し、教員組織

を編制します。 

看護学研究科博士前期課程は、基礎看護学、看護管理学、地域看護学、在宅看護学、老年看

護学、精神看護学、慢性看護学、急性看護学、がん看護学、ウィメンズヘルス看護学、助産

学、小児看護学、プライマリケア看護学領域の 13領域で編制します。 

看護学研究科博士後期課程は、基礎看護学、看護管理学、地域看護学、老年看護学、精神看

護学、慢性看護学、急性看護学、がん看護学、リプロダクティブヘルス看護学、小児看護学、

の 10領域で編成します。 

2．教育課程や学部運営における教員の役割分担  

教育上主要と認める授業科目については、原則として専任の教員が担当します。また、教員

間で連携して組織的な教育・研究を行うために、専門知識、研究科運営の経験と実績に応じ

て適切に教員の役割を分担します。 

3．教員構成 

教育研究・研究科運営における適切な教員の役割分担を可能にするために、職位・年齢・性

別構成が偏ることがないように配慮します。 

4．教員人事 

専任教員の募集・採用・昇格は、適切性・透明性を保つために、本学専任教員採用・昇任に

関する規程、専任教員資格審査規程及び専任教員資格審査内規に準拠して行います。 

5．教員の資質向上 

教育内容の改善に向け教員の資質向上を図るため、教授会附属 FD委員会、研究科 FD委員会

を置き、組織的に FD 活動を実施します。 

 

リハビリテーション科学研究科 

1．専門分野、教員配置 

本学の求める教員像に合致した専任教員を、大学設置基準に基づき適切に採用し、教員組織

を編制します。 

リハビリテーション科学研究科は、理学療法学分野（理学療法科学領域、理学療法開発学領

域）、作業療法学分野（作業療法科学領域、作業療法開発学領域）、言語聴覚学分野（言語聴

覚障害学領域、摂食嚥下障害学領域）の 3分野 6領域で編制します。 

2．教育課程や学部運営における教員の役割分担  

教育上主要と認める授業科目については、原則として専任教員または非常勤講師が担当しま

す。また、組織的な教育・研究を行うために、専門知識、研究指導経験と研究実績に応じて

適切に教員の役割を分担します。 

3．教員構成 

教育研究・研究指導における適切な教員の役割分担を可能にするために、職位・年齢・性別

構成及び専門性が偏ることがないように配慮します。 

4．教員人事 

大学院教員の任命および研究指導資格は、適切性・透明性を保つために、本学大学院研究指

導教員等資格審査基準、大学院教員資格審査のための専門委員会内規、および大学院委員会

規程に準拠して行います。 

5．教員の資質向上 

教育内容の改善に向け教員の資質向上を図るため、研究科委員会に FD ワーキンググループ

を置き、組織的に FD 活動を実施します。 
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6．指導補助者（準職員、TA、RA）の資格要件、授業担当教員との責任関係や役割、指導計画等 

指導補助者（準職員、TA、RA）の資格要件として、科目責任者及び研究科長が認めたものと

します。指導補助者（準職員、TA、RA）は授業担当教員が実施する教育を補助します。指導

補助者（準職員、TA、RA）の指導計画は、各専門分野又は専門領域において定めることとし

ます。 

7．指導補助者（準職員、TA、RA）に対する研修の実施 

指導補助者（準職員、TA、RA）に対して、各専門分野又は専門領域において能力向上のため

の研修を実施します。 

8．研究指導補助教員の資格要件、役割、指導計画等 

研究指導補助教員の資格要件として、本学大学院研究指導教員等資格審査基準、大学院教員

資格審査のための専門委員会内規に準拠し、専門委員会にて資格を有するとの結論を大学院

委員会にて了承されたものとします。研究指導を補助する学生は研究科委員会で審議し決定

します。研究指導補助教員は、指導教員が実施する研究指導を補助します。研究指導補助教

員の役割は、研究が円滑に行われるための補助とします。研究指導補助者の指導計画は指導

教員と検討し、研究科委員会において定めることとします。 

 

社会福祉学研究科 

1．専門分野、教員配置 

本学の求める教員像に合致した専任教員を、大学設置基準に基づき適切に採用し、教員組織

を編制します。 

社会福祉学研究科は、社会福祉・ソーシャルワーク領域、介護福祉領域（博士後期課程にお

いては、「高齢者福祉領域」）、子ども家庭福祉領域の 3領域で編制します。 

2．教育課程や学部運営における教員の役割分担  

教育上主要と認める授業科目については、原則として専任の教員が担当します。また、教員

間で連携して組織的な教育・研究を行うために、専門知識、研究科運営の経験と実績に応じ

て適切に教員の役割を分担します。 

3．教員構成 

教育研究・研究指導における適切な教員の役割分担を可能にするために、職位・年齢・性別

構成及び専門性が偏ることがないように配慮します。 

4．教員人事 

専任教員の募集・採用・昇格は、適切性・透明性を保つために、本学専任教員採用・昇任に

関する規程、専任教員資格審査規程及び専任教員資格審査内規に準拠して行います。 

5．教員の資質向上 

教育内容の改善に向け教員の資質向上を図るため、教授会附属 FD 委員会を置き、組織的に

FD活動を実施します。 

 

＜FD活動の方針＞  

1．授業の内容及び方法の改善を図るための全学組織として FD委員会を設置し FD活動を推進し

ます。  

2．学生支援並びに教育に向けた教職員の資質向上を目指し、各種研修会の充実と教職員・学生

の連携を促します。  

3．教職と学生共同体による、全学の学生支援・教育改善に向けた一体的活動を推進します。  

4．授業評価及びピアレビューにより授業改善を図ります。 

 

学生支援に関する大学としての方針（大学基準７ 学生支援） 

聖隷クリストファー大学は、「建学の精神」及び「教育理念」を実現するため、すべての学生が

学生生活を通して豊かな人間性を涵養し、学生の資質及び能力を十分に発揮させることを目的

として学生支援に関する方針を定めます。 

 

(1)修学支援 

①学生が学修を円滑に進めていくことができるよう、オフィスアワー制度や学習支援室の修学に

関する相談体制を整備し、学生の必要とする修学支援を関係各所が連携し、教員と職員が一体
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となって行います。 

②各学科で取得目標としている国家試験の合格、国家資格の取得に向けて、模擬試験・対策講座

などを実施し、学生個人の進路に対応した支援を行います。 

③図書館を多面的・自発的な学習の「場」と位置づけ、情報リテラシー能力の向上のための施策

を推進するとともに、ラーニングコモンズ、グループ学習室の学修環境の整備をします。 

④成績不振者、留年者及び休・退学者について、その状況を把握し、学生の声に耳を傾け、多様

な学生がそれぞれに充実した学生生活を送ることができるよう、関係各所が連携して適切な対

応を行います。 

 

(2)生活支援 

①学生が目的意識と自覚を持ち、スポーツ、文化、ボランティア等のサークル活動や自主的な活

動を積極的に行えるよう支援します。 

②学生の健全な心身を維持増進するため、学生一人ひとりが安全、安心、快適かつ経済的に安定

した学生生活を送れるよう支援します。健康管理センターや学生相談室を充実させます。ハラ

スメント防止に向けての啓発活動を継続的に展開します。 

 

(3)進路支援 

学生が自分の特性や能力を充分に生かせるキャリア形成ができるよう、情報の提供、多様な就

職支援プログラムの実施、個別のサポート等を通じて支援します。 

 

(4)障がい学生支援 

障がいのある学生の望む支援を尊重しながら、特性に応じた学修・進路を包括的に支援します。 

 

(5)留学生支援 

①留学生については、良好な住居環境の確保などを通じて、生活支援体制を整備します。 

②私費外国人留学生のうち、学費の負担が困難と認められる者に対し、授業料を減免し、学費負

担を軽減し、安心して修学を進めることができるよう支援を行います。 

 

 

教育研究環境や条件を整備するための方針（大学基準８ 教育研究等環境） 

建学の精神と教育理念のもと、教育目標の実現に向けて、学生が安心して安全に学修に専念し、

教員が十分に教育・研究を行うことができるよう教育研究等環境や条件を整備するための方針

を定めます。 

 

1．学生、教職員、その他の大学施設利用者が安心して利用できるように安全性を確保し、教育

研究等環境に配慮した施設・設備の整備を図ります。 

 

2．学生の修学及び学生生活の支援のためのスペースと施設・設備を確保し、安心安全な教育等

環境の整備を図ります。 

 

(ア)施設・設備 

学生の学修及び教員の教育研究活動を推進するために、校地、校舎、施設及び設備の維

持管理ならびに安全性、利便性及び衛生面を考慮し、効果的な環境整備に努めます。 

 

(イ)図書館 

教育、研究及び学修の支援のために、専門書、学術雑誌等の図書資料を広範囲に取り揃

えます。最新の学術情報を効率よく提供するために、データベース、電子ジャーナル、

電子ブックの充実、利用者への情報提供サービス、学術情報の公開、国内外の教育研究

機関との学術情報相互提供システムの整備を行います。 

(ウ)情報環境整備 

①ICT を活用した授業の支援及び情報基礎教育の実施のために、情報環境の整備を行い、

管理運用します。 
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②教育、研究、学修及び事務業務のために、ネットワーク等の環境基盤整備及び運用体制

を整備します。 

③「学校法人聖隷学園情報セキュリティ基本方針」に基づき、情報の保全及び管理、本学

の教職員・学生への情報倫理の周知・徹底に努めます。 

 

3．学術研究活動の一層の推進を図るために、研究室の配備と研究費確保のための学内研究費制

度を設けるとともに研究推進委員会及び調査研究における倫理審査を行う倫理委員会を置

きます。 

 

4．研究活動の活性化と研究における不正防止に努め、それに関連する各種研修会等を実施し、

教員及び全ての研究者が保健医療福祉及び教育・保育分野の独創的かつ学際的な研究を進め

ることができるように研究等環境の整備を図ります。 

 

社会連携・社会貢献に関する方針（大学基準９ 社会連携・社会貢献） 

社会に開かれた大学として、地域社会における保健医療福祉及び教育・保育に関する 

教育・研究・実践の拠点を形成し、共生社会の実現への使命を果たすために、以下のと 

おり社会連携・社会貢献に関する方針を定めます。 

 

1．建学の精神であるキリスト教精神による「生命の尊厳と隣人愛」に基づき、保健医療福祉及

び教育・保育分野の専門職を養成する大学として、その特色を生かした社会貢献、知の活用、

地域との連携・協働による課題解決を積極的に行います。 

 

2．社会連携・社会貢献活動を推進するために、地域連携推進センターを設置し、「地域と歩む」

をキーワードに積極的に地域との連携・協働を推進し以下の主な事業に取り組みます。また、

教育の過程にも多様な社会との連携を取り入れ、学生の学びの過程自体が社会貢献となるよ

うに、社会からのフィードバックを得ながら、教育活動を行います。 

① 共同事業・研究  

② 専門職への研修  

③ 一般市民への学習機会の提供  

④ 政策形成への貢献（浜松市との連携事業、学生の教育活動との連携）  

⑤ 静岡県内の大学間プラットフォーム形成推進事業  

⑥ 地域に開かれた相談窓口  

 

3． 交流協定を締結している協定校をはじめとする海外の大学、国際協力機関等との 交流を深

め、グローバル化を進める中、さらに一層、教育・研究のグローバル化 を推進し、地域の

国際化及び多文化共生社会実現へ貢献します。  

① 国際社会において保健医療福祉及び教育・保育分野の発展に貢献できる専門 職者の育成  

② 海外の交流協定校等に留学する学生の積極的な支援  

③ 海外研修、海外専門研修、国際専門実習などの教育プログラムの実施  

④ アジアをはじめとする諸外国から優秀な留学生の積極的な受け入れ  

⑤ 海外の大学等と人的交流、情報交換、共同研究を充実させ、教育・研究を進展 

 

大学運営に関する大学としての方針（大学基準 10 大学運営・財務（１）大学運営） 

本学の理念・目的・中長期事業計画を実現するために、以下のとおり管理運営方針を定めます。 

 

1．大学運営は、学長のリーダーシップのもと、明確な意思決定プロセスを経て組織的に行いま

す。 

2．大学運営に必要な事項を企画立案し、責任を持って遂行する機関として部長会を置きます。 

3．大学の中長期事業計画「未来創造躍進プラン」に基づいて学部・大学院・各部門の年間行動

計画を立案し実行します。 
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１２．財務情報 

 

決算、予算を公開しています。 

 

    >>>詳しくは 学校法人聖隷学園 財務情報ホームページ をご覧ください。 

https://www.seirei.ac.jp/gakuen/financial 

 

 

１３．聖隷学園の組織 

 

学校法人聖隷学園の寄附行為、役員名簿、役員報酬等基準を公開しています。 

 

    >>>詳しくは 学校法人聖隷学園 ホームページ をご覧ください。 

https://www.seirei.ac.jp/gakuen/officer 

 


